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△開  会 

○委員長（下園政喜）ただいまから企画経済委

員会を開会いたします。 

 本委員会は、本日と２５日に審査を行いますが、

お手元に配付の審査日程により審査を進めること

とし、本日の審査は企画政策部広報室までをめど

に進めたいと思います。 

 ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。 

 よって、そのように審査を進めます。 

 ここで、本日と２５日の決算認定議案の審査に

当たって、あらかじめ留意事項を申し上げます。 

 まず、質疑の際は、決算と関連したものとなる

ようお願い申し上げます。 

 また、各課・室の審査の冒頭に、部長などから

決算の概要として、主要施策の成果の概要説明を

受けた後、課長等から決算内容の説明を受けるこ

とにしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は委員長によ

って随時許可します。 

────────────── 

△議案第１１７号 決算の認定について 

（平成２８年度薩摩川内市一般会計歳入 

歳出決算） 

○委員長（下園政喜）それでは、議案第

１１７号決算の認定について（平成２８年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算）を議題とします。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（下園政喜）まず、農業委員会事務局

の審査に入ります。 

 それでは、当局の説明を求めます。 

○農業委員会事務局長（榊 順一）議案第

１１７号決算の認定についてのうち、農業委員会

事務局分を説明いたします。 

 それでは、主要施策の成果について説明をいた

しますので、１７３ページをお開きください。 

 １の総会及び運営委員会に関することにつきま

しては、農地法に基づく事項を審議処理するため、

総会及び運営委員会を１２回開催しております。 

 なお、平成２８年４月には農業委員会等に関す

る法律が改正、施行され、農業委員の選任につい

て、これまでの公選制から市長の任命制に変更さ

れ、３月議会において新農業委員１９名の同意が

得られ、５月８日に市長から辞令の交付がなされ

たところでございます。 

 新委員の任期は平成２９年５月１日から平成

３２年４月３０日までの３年間となっております。 

 ２の農業者年金に関することにつきましては、

法令業務として、農業者年金基金との業務委託契

約に基づき、農業者年金受給者の現況届、死亡等

による資格喪失、被保険者の新規加入推進等の事

務処理を行いました。年度末の農業者年金受給者

は３８２人となっております。 

 ３の農地の移動に関することにつきましては、

農地法第３条に基づく農地の権利移動と、農地法

第４条及び第５条に基づく農地転用、農地法第

１８条に基づく農地の賃借権の解約に関する許認

可 申 請 事 務で ４ ２３ 件７ ５ ６ 筆 、５ ８ 万

９,２６６.１３平米を処理しております。昨年に

比較し、許可件数、筆数、面積とも減少しており

ます。 

 １７４ページをごらんください。 

 ４の農業経営基盤強化促進事業に関することに

つきましては、農地流動化推進員等と協力して、

優良農地を認定農業者、担い手農業者等に集積を

行った面積で、４９５件、８６０筆、８６万

４,０６５平米の貸借契約と、３２件、６８筆、

７万８,８１１平米の嘱託登記所有権移転を行って

おります。 

 なお、農業委員会等に関する法律の改正におい

て、農地利用最適化推進員が新設されることによ

りまして、農地流動化推進制度を廃止いたしまし

た。 

 次に、農地流動化促進事業補助金でございます

が、農地の有効利用と農業の生産性向上に資する

ため、農地を借りて経営規模拡大を目指す中核的

担い手農家と、農地の貸し手に対し、補助金総額

７６７万３,４００円を交付したものです。 

 ５の地目変更証明処理に関することにつきまし

ては、農地転用許可後の転用事実証明及び非農地

証明の発行状況でございます。地目変更に必要な

転用許可証を紛失された場合の転用事実証明は、

１４件、４７筆分に発行しております。また、

３３件、６２筆の土地に非農地証明を発行いたし
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ました。 

 農地を農地以外のものにするには、農地法第

４条または同法第５条の規定による転用許可を必

要としますが、非農地証明は農業委員が現地確認

の上、現況が非農地化し、農地性を喪失している

と認めた場合に発行するものでございます。 

 ６の農地形質変更届に関することにつきまして

は、２７件、４４筆、２万７,７０４平米の処理を

しております。排水不良等により耕作に支障があ

るため、盛り土を行い、畑として利用するといっ

た内容が主なものでございます。 

 ７の耕作放棄地（非農地）に関することにつき

ましては、現況が森林・原野化し、農地に復元す

ることが不可能と認められる農地を、農業委員会

の権限におきまして、農地台帳から除外するとい

ったもので、耕作放棄地について平成２８年度も

昨年度同様に現地調査を行い、農業委員会総会に

おいて、農地に復元することが困難な農地として

判 断 ・ 議 決し た 面積 であ り 、 そ の面 積 は

６４５.７ヘクタールとなりました。 

 これにより、平成２８年度末における農地台帳

上の農地面積は、一番下の表にありますように、

７,６５０.７ヘクタールとなっております。 

 以上で、農業委員会事務局に係る主要施策の成

果の説明を終わります。 

 続きまして、平成２８年度歳入歳出決算書につ

いて、説明をいたします。 

 まず、歳出について説明をいたしますので、決

算書の１４１ページをお開きください。 

 ６款１項１目農業委員会費の支出済額は

９,３７５万９,８８４円でございます。 

 備考欄をごらんください。 

 農業委員会管理運営費は農業委員４１名分の報

酬・費用弁償、職員７名分の給与費及び農地地図

更新業務委託等が主なものです。 

 農業者年金受託事務費は、農業者年金事務の処

理に係る臨時職員雇用に係る賃金等の経費、川内、

樋脇、入来、東郷及び祁答院地域の農業者年金受

給者会への補助金が主なものでございます。 

 農業経営規模拡大促進事業費は、農家台帳シス

テム保守業務委託ほか２件と、農地流動化を促進

するために交付する農地流動化促進事業補助金が

主なものです。 

 なお、以上説明いたしました歳出執行に当たっ

て、５０万円以上の予算流用で対応いたしました

状況について、説明をいたします。 

 別冊の議会資料５０万円以上の節間流用一覧を

ごらんください。 

 本事務局関係は、議会資料８ページ、７７番で

ございます。 

 全国農業会議所が開発・運営しております農地

情報公開システム「全国農地ナビ」というのがご

ざいます。全国の市町村がシステムを統一するた

めに、今、移行作業を進めておりましたが、小字

コードが振りつけされていない本市システムにつ

きましては、全国農地ナビの運用に支障を来すこ

とが年度中に判明いたしました。 

 データ移行は平成２９年３月までに完了してお

かなければならず、小字コードを振りつけるため

の農家台帳システム整備業務や全国農地ナビへの

公開用地図データ出力作業が必要となったため、

事項、農業経営規模拡大促進事業費の１９節負担

金補助及び交付金から、同事項１３節委託料に

７５万６,０００円を流用し、予算執行したもので

ございます。 

 以上が５０万円以上の節間流用の対応状況でご

ざいます。 

 １節５０万円以上の不用額及び全く予算を執行

しなかったものはございません。 

 続きまして、歳入について説明をいたしますの

で、同じく決算書の２９ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業手数料、１節農林水

産業手数料のうち、農業委員会事務局分は、備考

欄の登記嘱託手数料、諸証明手数料です。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金、１節農業

費補助金のうち、農業委員会事務局分は、備考欄

の国有農地等処理処分事業交付金、農業委員会補

助金でございます。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入のうち農業委員

会事務局分は、７７ページをお開きいただきたい

と思います。 

 備考欄の農業者年金事務委託金、農地流動化補

助金返納金となっております。 

 農業委員会事務局分において、不納欠損額及び

収入未済額はございません。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 
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○委員（石野田 浩）本会議でも言いましたけ

れども、遊休農地のやっぱり縮小を図っていかな

きゃいけないと思うんですが、ここにも転用して

おりますよね、非農地というふうに。こういうの

をされるときに、地権者なんでしょうけどね、こ

の場合はもう農業はしていないんだろうから、地

権者とどういうような話をしながら進めていかれ

るのか、それとも、もう最初から農地を見てもら

って、これはだめだな、いいなというのをどっか

に委託して調査をしてもらっているのか、その辺

はどうなんですか。 

○農業委員会事務局長（榊 順一）遊休農地

というか、荒廃農地の件につきましては、毎年利

用状況調査というのがございます。利用状況調査

で農地の現状を判定していくわけですけど、その

中で非農地化というか耕作されてないところにつ

いては、今度は利用状況調査をした後に、農地を

どういうふうにするかという意向調査というのが

ございまして、対象とされる農家の方々にその調

査票を送りまして、そこを自己管理するのか、例

えば農業公社に預けるのか、そういったことを聞

きまして対応していただくというようなことで、

農家のほうともそういった連携はとっているとこ

ろでございます。 

○委員（石野田 浩）よくわかりましたけれど

も、できるだけそのようなところを非農地にしな

くてもいい方向に話をやっぱり専門家として持っ

ていってもらって、できるだけ農家にも頑張って

もらう。そういう産地を残すという意味でも必要

性があると思うので、今後もまたその辺を留意し

ながら、転用については十分考慮してください。 

○農業委員会事務局長（榊 順一）今の件に

つきましては、農業委員会としても相当大きな課

題となっておりますので、以前、委員会で申し上

げましたように、運営委員会というのもあります

し、総会の中でもそういった議題について触れて

対応していきたいということで、会長ともそうい

った話を今しているところでございますので、今

後、総会の席できちんとした、いろいろ意見を出

してもらいながら、遊休農地が多くならないよう

に、そしてまた、今おっしゃったように、利用で

きる農地はきちんと復元できるような形で、また

担い手のほうとも、いろいろ相談するとかしてい

けたらということで、事務局としてもそういうふ

うに考えておりますので、総会の席でいろいろと

また協議をしていただきたいと思っています。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、農業委員会事務局の審査を終わります。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、農政課の審査に入

ります。 

 まず、決算概要について、部長の説明を求めま

す。 

○農林水産部長（橋口 誠）まず、農政課の平

成２８年度の主要施策の成果について概要を御説

明いたします。 

 各会計歳入出決算附属書の９７ページをお開き

いただきたいと思います。 

 農 政 課 の平 成 ２８ 年度 決 算 額 は、 ５ 億

５,７７３万１,７６６円であります。 

 主な取り組みといたしまして、１の部に係る総

合的な調整に関することの（２）食育・地産地消

事業では、平成２９年度から平成３３年度までの

５カ年を計画期間とする第２次薩摩川内市食育・

地産地消推進計画を策定するとともに、食育ワー

クショップや郷土料理教室を市民健康課の協力を

得て実施したところであります。 

 ２の地域特性を生かした農業の振興の（１）風

土を生かした農業の振興では、ア、農業経営の安

定化と農村の振興において、中山間地域等直接支

払交付金の交付を、イ、集落営農組織等による経

営基盤の強化においては、地域を支える担い手で

ある集落営農組織等を育成するために、農事組合

法人の共同大型農業用機械導入等の事業費の一部

を助成し、経営基盤の条件整備を支援いたしたと

ころであります。 

 ９８ページのウ、鳥獣被害対策におきましては、

鳥獣被害防止のための電気牧柵等や防護柵の設置

等の取り組みを市単独事業及び県補助事業により

実施いたしました。 

 エ、農地中間管理事業においては、農地集積・

集約化等を促進し、農業生産性の向上を図るため、

農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域及び個

人に地域集積協力金等を交付したところでござい

ます。 

 ９８ページから９９ページにかけましてのオ、

農業生産体制の確立におきましては、桜島の降灰
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対策としての活動火山周辺地域防災営農対策事業

によるハウス施設の導入支援や天井ビニールの張

りかえの更新助成を行うとともに、生産、収穫等

の作業効率化等のための農業施設整備への支援や

産地農業後継者、認定農業者、生産団体等の施設

整備等に対する助成を行いました。 

 カの新規就農者等では、新規就農予定者の研修

実施に対しての資金給付や４５歳未満の青年就農

者に対する給付金支給を行ったところであります。 

 以上で、簡単ではございますが、平成２８年度

の農政課の主要施策の成果概要について、説明を

終わらせていただきます。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○農政課長（中山信吾）それでは、農政課にお

けます平成２８年度決算の説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳出について説明をさせていただきます。 

 平成２８年度薩摩川内市各会計歳入歳出決算書

の１４１ページをお開きいただきたいと思います。 

 中段より下でございますけれども、６款１項

２目農業総務費では、支出済額は３億７,９６８万

９,７６１円でございますが、このうち農政課分に

当たります農業総務費につきましては３億

８８４万７,７０６円となっております。 

 備考欄をごらんいただきたいと思います。 

 １節報酬では、営農専門指導員５名及び農産物

加工指導員２名の計７名分となっております。

３節職員手当等は、農政課及び六次産業対策課、

各支所の地域振興課産業振興グループ職員３２名

分となっております。１３節委託金では、祁答院

大村北部生活センター指定管理料や薩摩川内市農

業振興地域整備計画策定業務委託のほか、農政課

が所管しております施設の維持管理業務委託、点

検業務委託など２０件の業務委託料となっており

ます。 

 続きまして、不用額について説明をさせていた

だきます。 

 ３節職員手当等におきまして、１０２万

８,３９５円の不用額が生じております。これは、

時間外勤務手当が主なものとなっております。 

 また、１３節委託料におきまして１０３万

１,４３４円、１９節負担金補助及び交付金で

１,１５２万７,３１２円の不用額が生じておりま

すが、これは、六次産業対策課分が主なものでご

ざいます。 

 続きまして、１４３ページをお開きください。 

 ６款１項３目農業振興費でございまして、支出

済額は１億４,８６２万７,００８円でございます。 

 備考欄をごらんいただきたいと思います。 

 １節報酬は、農地中間管理事業嘱託員１名分と

なっております。１９節負担金補助及び交付金で

は、鳥獣被害対策実践事業補助金ほか１２件の補

助金を支出いたしました。 

 その主な補助金でございますが、ゴールド集落

鳥獣被害防止施設設置事業補助金、農業者経営所

得安定対策推進事業補助金、産業祭開催事業補助

金などとなっております。 

 また、交付金といたしまして、協定を締結した

市内４１地区集落に対しまして、中山間地域等直

接支払交付金を交付いたしております。また、農

業公社運営事業費といたしまして、公益社団法人

薩摩川内市農業公社に対しまして、負担金と運営

補助金を支出いたしました。 

 続きまして、不用額について説明をさせていた

だきます。 

 １９節負担金補助及び交付金で２４４万

１,７２８円の不用額が生じております。これは、

農地中間管理事業費や農業資金利子等助成事業費

の執行残が主なものとなっております。 

 続きまして、６款１項５目園芸振興費でござい

ます。園芸振興費の支出済額は１億２５万

７,０５２円となっております。 

 備考欄をごらんいただきたいと思います。 

 １９節負担金補助及び交付金では、負担金とし

て薩摩川内市農産物販売促進協議会負担金ほか

７件を支出しております。また、補助金として産

地農業後継者支援事業補助金ほか８件を支出いた

しました。 

 その他の主な補助金でございますが、活動火山

周辺地域防災営農対策事業補助金、農業・農村活

性化推進施設等整備事業補助金、産地農業活性化

支援事業補助金などとなっております。 

 一方、１９節の負担金補助及び交付金で４億

８,７０６万円を繰り越しております。これは、入

来工業団地内に株式会社バイテックファーム薩摩

川内が整備しております植物工場につきまして、

基本設計の大幅な見直しや地盤改良の必要が生じ

るなどの事由が発生したことから、年度内の完成

ができない状況となったことから繰り越しを行っ
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たものでございます。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただ

きます。 

 歳入歳出決算書の１９ページにお戻りいただき

たいと思います。 

 １４款１項４目農林水産使用料で、農政課分は

１節農業使用料となっております。 

 備考欄をごらんください。 

 農政課分は、陽成町農産物加工センター使用料

ほか１２件の使用料となっております。 

 続きまして、４３ページをお開きいただきたい

と思います。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金で、農政課

分は１節農業費補助金でございます。 

 備考欄をごらんいただきたいと思います。 

 農政課分は、鳥獣被害対策実践事業補助金ほか

１２件の交付金及び補助金でございます。 

 主な補助金でございますが、農政課の１行目、

鳥獣被害対策実践事業補助金、これは、ワイヤー

メッシュ柵による規模の大きい防護柵設置や鳥獣

被害対策講習会の開催等に要する補助金でござい

まして、平成２８年度では、祁答院地域において

２件の防護柵を設置いたしました。 

 ２行目、農業者経営所得安定対策推進事業補助

金、これにつきましては、米の経営所得安定対策

の推進に対する補助金でございます。 

 飛びまして９行目、中山間地域等直接支払交付

金、これは、市内４１地区集落が協定を締結しま

して、農道の維持等を共同で行うことへの補助金

となっております。 

 ２行下の活動火山周辺地域防災営農対策事業補

助金でございますが、これは降灰による被害を軽

減するために共同でキク栽培のハウス施設の整備

やビニールハウスの張りかえを行ったことへの補

助金となっております。 

 また、農業費補助金で５億６ ,４０４万

５,０００円の収入未済がございます。このうち、

４億８,７０６万円が農政課所管の産地パワーアッ

プ事業補助金となっております。これは歳入の繰

り越しで説明させていただきましたとおり、入来

工業団地内に整備中の植物工場について、年度内

完成が難しくなったことに伴うものでございます。 

 続きまして、５１ページをお開きいただきたい

と思います。 

 １７款１項１目財産貸付収入で、農政課分は、

備考欄のうち下から３行目でございますが、これ

につきましては、九州電力の電柱設置に係る貸地

料でございます。 

 続きまして、６１ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ２１款４項３目農林水産業費受託事業収入のう

ち、農政課分は、１節農業受託事業収入でござい

ます。 

 備考欄をごらんください。 

 農地中間管理事業受託事業収入でございまして、

これは、農地の貸し借りのあっせんや担い手への

農地集積・集約化の推進を図るための業務に係り

ます鹿児島県地域振興公社からの委託金となって

おります。 

 続きまして、６９ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ２１款５項４目雑入でございます。備考欄のう

ち農政課分は、中段よりやや上になります。その

主な内容でございますが、野菜価格安定制度負担

金の過年度返戻分や、里定住センターに設置して

あります自動販売機に係ります災害対策型自動販

売機用電気使用料金が主なものとなっております。 

 続きまして、財産に関する調書について説明を

させていただきます。飛びますが３７６ページを

お開きください。 

 財産に関する調書のうち、（６）出資による権

利のうち上から３行目、県農業信用基金協会出資

金、これにつきましては、決算年度中増減高はゼ

ロ、決算年度末現在高は９８０万円でございます。 

 また、９行目の県農業・農村振興協会出捐金も

同じく決算年度中の増減はゼロ、決算年度末現在

高は１,３５９万円となっているところでございま

す。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、農政課の審査を終わります。 

────────────── 

△林務水産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、林務水産課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め
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ます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、林務水

産課の平成２８年度の主要施策の成果について、

概要を御説明いたします。 

 各会計歳入・歳出決算附属書の１０４ページを

ごらんいただきたいと思います。 

 林務水産課の平成２８年度決算額は、６億

９,６１６万１,８５７円であります。 

 主な取り組みといたしまして、まず大きな１、

森林の整備と特用林産の振興では、（１）におき

まして、森林経営計画に基づく森林の整備や間伐

の推進に努めるとともに、森林バイオマス等活用

施設整備事業への助成及び間伐材の生産性を向上

させ、原木の安定的な供給体制づくりを図るため、

高性能林業機械の導入支援を行ったところであり

ます。 

 １０５ページの（２）では、竹林資源の有効活

用を図るため、県単事業を導入し、平成２７年の

台風被害竹林の復旧や機械整備を通じまして、早

掘りたけのこの生産振興を促進いたしました。 

 また、市単独の竹林改良促進事業により、伐竹

材の搬出に係る経費を助成するとともに、新たに

竹林改良持続的促進事業を導入し、適正な竹林整

備促進とたけのこの生産増大に努めたところであ

ります。 

 （３）では、農林産物被害の軽減を図るため、

市単独事業とあわせまして、県の緊急捕獲活動支

援事業を活用して、市内猟友会に有害鳥獣の駆除

を委託し、被害の防止・削減に努めました。 

 （４）では、森林整備地域活動支援交付金を導

入して、森林経営計画の作成促進や施業集約の促

進並びに作業路網の改良を行い、施業コストの低

減や生産性の向上を推進いたしました。 

 （６）では、久見崎地区における松くい虫被害

の拡大を防ぐため、被害木の伐倒駆除と無人ヘリ

による空中散布を行いました。 

 １０６ページの（７）では、市有林保全整備事

業により、市有林の経営を市内の林業事業体に委

託し、計画的な間伐、造林及び下刈りを実施いた

しました。 

 大きな２の治山林道の整備では、林道の開設

１路線、舗装３路線を実施するとともに、草払い、

崩土除去、路面補修等を行い、林道の通行の安全

確保に努めました。 

 次に、３の水産業の振興でありますが、（１）

及び（２）では、川内市漁協及び甑島漁協が行う、

マダイ、ヒラメ、アワビの種苗放流等への支援を

行い、水産資源の維持・増大に努めました。 

 （３）では、甑島海域のサンゴや海草等の食害

生物であるオニヒトデ及びガンガゼウニの駆除を

行い、海域環境の保全に努めました。 

 （４）では、離島漁業の再生を図るため、甑島

の７漁業集落の種苗放流、漁場監視、販路拡大の

取り組み等の水産関連の活動に対しまして交付金

を交付いたしました。 

 （５）では、川内市内水面漁協等が行う内水面

魚介類の放流に対する支援等を行いました。 

 （６）では、川内産の水産加工物の販売促進を

図るため、県の地域振興事業を活用しました「地

のもん、魅力発信事業」として助成を行いました。 

 （７）では、甑島水産物地産地消促進事業とい

たしまして、甑島産の水産物を川内方面へ安定供

給を図るための運搬経費の助成を行いました。 

 （８）では、地域の農林水産物の消費拡大を図

るため、県の地域振興事業を活用しまして、川内

市漁協が行います直売所の整備事業について、補

助を行いました。 

 大きな４の漁港及び海岸保全施設の整備では、

唐浜漁港内の航路水深を確保するためのしゅんせ

つ、漁港内物揚場の陥没箇所の修繕工事を行うと

ともに、寄田、小島、青瀬、瀬々野浦の各漁港に

おきまして、必要な修繕工事等を実施いたしまし

た。 

 また、唐浜漁港と小島漁港の水産物供給基盤機

能保全計画の策定を行ったところであります。 

 次に、１０８ページの５であります。 

 林道・漁港災害の復旧では、林道及び水産施設

の被災箇所の復旧工事を、それぞれ実施したとこ

ろであります。 

 以上、平成２８年度の林務水産課の主要施策の

成果概要について、説明を終わらせていただきま

す。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○林務水産課長（永田一朗）それでは、林務水

産課の平成２８年度の決算状況について御説明申

し上げます。 

 まず、歳出の方から御説明いたしますので、決

算書の１４９ページをお開きください。 

 ６ 款 ４ 項１ 目 林業 総務 費 の 支 出済 額 は
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８,８０５万７,６４４円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、職員１１名の給与費と丸山生活環

境保全林管理業務委託ほか３件の委託料や北薩地

域森林・林業振興協議会ほか５件の会費負担金が

主なものであります。 

 不用額について説明させていただきます。 

 １９節負担金補助及び交付金については、祁答

院山村広場休憩施設の轟悠久館を、地元の下手中

自治会へ譲渡するに当たり、譲渡交付金２３５万

円を予算計上しておりましたが、事務処理をして

いる中で、建物の下の土地についての地積更正が

必要となり、２８年度中の譲渡ができなかったた

めであります。 

 次に、同じページの２目林業振興費の支出済額

は１億６,１６３万５,６５０円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 林業振興育成費では、有害鳥獣捕獲業務委託ほ

か１１件の委託料と森林整備・林業木材産業活性

化推進事業補助金ほか１０件の補助金や森林整備

地域活動支援交付金などが主なものであります。 

 同じく、その下になりますが、松くい虫駆除費

では、久見崎地域の松林を守るために被害木の伐

倒駆除事業と、無人ヘリコプターによる空中薬剤

散布委託が主なものであります。 

 同じく、その下の市有林管理費では、椿林伐採

業務委託ほか２件の委託料が主なものであります。 

 続きまして、その下の市有林保全整備事業費で

は、市有林保全整備事業ほか５件の負担金が主な

ものであります。 

 不用額について説明させていただきます。 

 １９節負担金補助及び交付金については、市有

林保全整備事業において実施した平成２７年度の

台風災害跡地の再造林が、当初の計画より経費が

少なく済んだことによる負担金の減や、伐竹材搬

出・運搬に要する経費補助について、一昨年度よ

り実績が減少したことによる補助金の減でありま

す。 

 同じページの３目治山林道費の支出済額は１億

８２４万９,６５８円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 治山事業費は、県営県単治山事業負担金が主な

支出であります。 

 その下の林道管理費は、本市が管理します林道

の安全通行を確保するための草払いや補修工事等

に要する経費と広域基幹林道紫尾線維持管理協議

会への負担金等が主な支出であります。 

 その下の林道建設費は、次のページの備考欄を

ごらんください。 

 林業専用道開設測量設計業務委託汐ヶ平線ほか

３件の委託料と特定離島ふるさとおこし推進事業

森林管理道椿線舗装工事ほか５件分の工事請負費

が主なものであります。 

 続きまして、同じページの６款５項１目水産総

務費の支出済額は５,５７５万１,２２２円であり

ます。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 水産総務費では、水産専門員２名の報酬と職員

６名の給与費及び鹿児島県漁港漁場協会ほか３件

の負担金が主なものであります。 

 次に、その下の２目水産振興費の支出済額は

１億６,０８６万８,５６８円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 水産振興費では、特定離島ふるさとおこし推進

事業による甑島地域のオニヒトデ及びウニ駆除事

業の委託料や各漁協が行う各種魚介類の放流事業

等への補助金及び、離島漁業の再生を図るための

離島漁業再生支援交付金などが主な支出でありま

す。 

 また、その中に繰り越ししたせんだい漁師の館

整備支援事業補助金も含まれております。 

 不用額について、説明させていただきます。 

 １９節負担金補助金及び交付金の不用額は、甑

島水産促進補助金及び水産多面的機能発揮対策事

業の実績残並びに災害等対応の漁船借り上げ

１０万円が執行残の主なものであります。 

 同じく、次の３目漁港管理費の支出済額は

２,６３０万２,０９７円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 漁港管理費では、唐浜漁港水産基盤機能保全調

査設計業務委託ほか１０件の委託料及び、唐浜漁

港しゅんせつ工事ほか９件の工事請負費が主なも

のです。 

 次の、４目漁港建設費の支出済額は６０４万

５,０００円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 漁港建設費では、県が行う県管理漁港の施設整

備に係る漁港県営事業負担金であります。 

 次に、２０５ページをお開きください。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧
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費の支出済額４,４０８万１,０４２円のうち林務

水産課分が３,８７４万８,４３２円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、林道の公共災害復旧に係る測量設

計業務４件の委託料と、災害復旧工事５件分の工

事請負費が主なものであります。 

 繰越明許費２,２１８万８,０００円は、公共災

害３件の繰越分であります。 

 次の２目現年単独農林水産施設災害復旧費の支

出済額１億４,３１０万３,４１３円のうち林務水

産課分が１,６７５万１,４００円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 主な歳出は、公共災害に該当しない単独災害復

旧に要した経費で、崩土除去の委託料や機械借り

上げ賃借料やのり面、路肩等の補修工事１９件の

工事請負費が主なものであります。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、戻

りまして決算書の１９ページをお開きください。 

 １４款１項４目農林水産使用料における、２節

林業使用料の収入済額８８万４,５８９円は、林道

における電柱等の行政財産使用料として収入した

ものであります。 

 同じく、３節水産使用料の収入済額１５万

４,７８８円は、各種水産施設の使用料及び占用料

として収入したものであります。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業手数料における１節

農林水産業手数料の収入済額４２万４,４６０円の

うち林務水産課分７万８,２００円は、鳥獣飼養登

録票交付等手数料として収入したものであります。 

 次に、４５ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金における

３節林業費補助金の収入済額は、１億２,３０３万

９,５００円であります。 

 ページ右側の備考欄をごらんください。 

 収入の主なものは、森林整備・林業木材産業活

性化推進事業や林業・木材産業構造改革事業、鳥

獣被害対策実践事業及び、特定離島ふるさとおこ

し推進事業並びに、ふるさとの森再生事業などの

事業実施に伴い、補助金として収入したものであ

ります。 

 同じく、４節水産業費補助金の収入済額は、

１億５９１万５,０００円であります。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 収入の主なものは、繰り越しした川内とれたて

市場建設に伴う地域振興推進事業費や水産物供給

基盤機能保全計画策定事業及び、特定離島ふるさ

とおこし推進事業並びに、離島漁業再生支援事業

などの事業実施に伴い、補助金として収入したも

のであります。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 下のほうになります。１６款２項９目災害復旧

費補助金における１節農林水産施設災害復旧費補

助金の収入済額３,３１０万２８円のうち林務水産

課分３,０７６万６,０００円は、林道災害復旧工

事３件分の補助金として収入したものであります。 

 次に、４９ページをお開きください。 

 下のほうになります。１６款３項４目農林水産

業費委託金における、２節林業費委託金の収入済

額２５６万６００円は、松くい虫駆除事業の委託

金や、県からの権限移譲事務の委託金などを収入

したものであります。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 上段に記載してあります。同じく、４節水産業

費委託金の収入済額２３３万８,７６８円は、県営

漁港使用料徴収事務委託金などを収入したもので

あります。 

 次に同じページの１７款１項１目財産貸付収入

における、１節土地建物貸付収入の収入済額１億

４,３１３万９５９円のうち林務水産課分は、

５３ページをお開きください。 

 備考欄の上段になります。林務水産課分６８万

５,５２５円は、市有林内の電柱などの貸地料とし

て収入したものであります。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 下段になります。１７款２項１目不動産売払収

入における、２節立木売払収入の収入済額

１,２６２万８,６０８円は、市有林の間伐等によ

り搬出した木材の売払収入であります。 

 次に、同じページの１７款２項２目物品売払収

入における、１節物品売払収入の収入済額

５,５５３万４,７１９円のうち林務水産課分は、

次のページになります。 

 備考欄上段をごらんください。林務水産課分

５６万２,０００円は、入来の市有林の珪藻土を民

間業者に売り払った収入であります。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 下段になります。２１款４項３目農林水産業費

受託事業収入における、４節林業受託事業収入の

収入済額２１万４,２９０円は、森林総合研究所の
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分収林において、開設した森林作業道の工事に伴

う支障木の販売収益による分収交付金であります。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入における、１節雑入の収入

済額６億４,２３６万４,５７５円のうち林務水産

課分は、６９ページをお開きください。 

 備考欄の中段に記載してあります。合計が

１２８万３,８５９円であります。内容は、市有林

内の松くい虫駆除事業に伴う県からの補償金、九

州電力の鉄塔整備等に伴う立木補償金であります。 

 以上で、平成２８年度一般会計に係る林務水産

課分の決算状況についての説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）非常に項目が多いので、

なかなかなんですけど、まず、松くい虫の話は、

ここに上がってきているのは久見崎というふうに

上がってきていますけど、１年ずつ交代で唐浜と

しているのかな。それとも、この年だけ久見崎だ

ったのかな。 

○林務水産課長（永田一朗）松くい虫の対策事

業につきましては、薩摩川内市の分と、あと国が

行っている分、それとあと九州電力のほうで行っ

ている分、市の部分については久見崎のほうにつ

いて我々のほうでさせていただいていると。唐浜

の部分については、国のほうでさせていただいて

おり、あと、九電のほうについては九電周辺の部

分を一応、松くい虫の駆除について行っていただ

いております。 

○委員（石野田 浩）ということは、久見崎の

ほうは市有林ということなのかな。 

○林務水産課長（永田一朗）そうでございます。 

○委員（石野田 浩）わかりました。 

 それと、たくさんいろいろあるので、唐浜の漁

港の管理費、１５２ページかな。基盤機能保全計

画策定と書いてありますけど、これはこの年だけ

でやるというんじゃなくて、これからも続けてや

るという意味の計画を立ててあるということなの

かな、教えてください。 

○林務水産課長（永田一朗）この唐浜漁港水産

基盤機能保全調査設計業務委託で、一応この保全

計画をつくっております。この部分については、

漁港施設の機能保全をするために、効率的な維持

管理、あと保全・更新策を定めることで、今の既

存施設の長寿命化を図りつつ、更新のコストの平

準化、それと縮減を図ることを目的としておりま

す。 

 今回、この計画をつくりまして、今後その計画

の中で補修しなければならない部分については、

今後、ハード整備を行っていくという形でござい

ます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、林務水産課の審査を終わります。 

────────────── 

△畜産課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、畜産課の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、畜産課

の平成２８年度の主要施策の成果について概要を

御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算附属書の１０２ページをご

らんください。 

 畜 産 課 の平 成 ２８ 年度 決 算 額 は、 ２ 億

８,５４０万２,１５２円であります。 

 主な取り組みといたしまして、大きな１、畜産

行政の総合的な企画及び調整に関することでは、

畜産振興策の企画・検討を行いながら、本市畜産

農家の経営安定並びに畜産の振興を図ったところ

であります。 

 また、甑地域におきましても、畜産指導業務や

家畜診療業務を実施し、甑地域の畜産振興と家畜

の疾病防止に努めたところであります。 

 大きな２の畜産の振興及び育成についてでは、

本市におけます畜産の振興及び育成を図るために、

（１）畜産業の経営指導に関することにおきまし

て、認定農家の掘り起こしや経営安定のためのフ

ォローアップを行うとともに、畜産関係制度資金

の啓発と対象農家への利子補給による経営支援を

行ったところであります。 

 １０２ページから１０３ページにかけましての

（２）畜産物の生産奨励に関することにおきまし

ては、畜産クラスター事業を推進し、地域の中心

的な経営体に対して、畜産の収益性向上を図るた

めの施設整備の支援を行うとともに、国・県補助

事業並びに産地農業後継者支援事業などの、市単
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独補助事業を実施しながら、畜舎及び畜産施設等

の整備や機械等の導入支援を行い、畜産経営基盤

の強化を図るとともに、家畜の商品性向上等に努

めたところであります。 

 また、青年就農給付金事業による新規就農者へ

の経営支援を行いました。 

 （３）畜産物の流通及び加工に関することにお

きましては、子牛の商品性向上を図るため、ＪＡ

が運営しますキャトルセンターに預託されました

子牛の価格安定等を図るための支援を行いました。 

 （４）の家畜の衛生及び防疫に関することにお

きましては、畜舎消毒に必要な機材等の整備に係

る事業費の一部支援を行うとともに、高病原性鳥

インフルエンザの予防対策として、養鶏農家に消

石灰と消毒薬の配布を行い、家畜伝染病の蔓延防

止に努めたところであります。 

 （５）の牧場及び飼料生産に関することにおき

ましては、各地域に飼料専用イネの実証展示圃場

を設置し、その特性を実証することで、その普及

定着を図ったところであります。 

 以上で、平成２８年度の畜産課の主要施策の成

果概要について説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○畜産課長（小城哲也）それでは、畜産課にお

けます平成２８年度決算の説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳出につきまして、御説明いたします。

各会計歳入歳出決算書の１４３ページをお開きく

ださい。 

 ６款２項１目畜産総務費で、支出済額は２億

８,５４０万２,１５２円です。 

 畜産課分につきましては、次の１４５ページを

お開きください。 

 右の備考欄でその主な内容を説明します。 

 畜産総務費では、畜産業務嘱託員報酬が一人分、

職員給与費が１０人分、報酬に係る社会保険料、

甑地域における家畜診療業務委託ほか３件の業務

委託料、９月２０日の台風１６号で破損いたしま

した川内畜産センタ－繋留場屋根補修工事、備品

購入では甑島地域における県有牛について、農家

から償還されました金額を県へ支払うものでござ

います。また、鹿児島県畜産協会負担金ほか４件、

肥育素牛導入資金貸付基金繰出金ほか２件の基金

への繰り出しが主なものでございます。 

 次に、畜産振興育成事業費では、畜産共進会等

報償費、活動火山周辺地域防災営農対策事業補助

金ほか１６件の補助金が主なものでございます。 

 次に、不用額について主なものにつきまして説

明いたします。 

 １目畜産総務費、１９節の負担金補助及び交付

金で３６６万５６２円の不用額が生じております。 

主な要因といたしまして、各種補助事業の入札執

行残によるものでございます。 

 同じく負担金及び交付金の繰越明許費において、

７,６９８万５,０００円を、翌年度繰り越しして

おります。これは、畜産クラスター事業におきま

して、国の平成２８年度補正予算、また事業実施

予定地での湧水対策や事業計画の変更が生じ、不

測の期間を要したため工期が見込めなくなり、翌

年度繰り越しを行ったものでございます。 

 続きまして、歳入につきまして御説明いたしま

す。 

 各会計歳入歳出決算書の１９ページをお開きく

ださい。 

 １４款１項４目農林水産使用料、１節農業使用

料のうち畜産課分は、右の備考欄の真ん中ほどの

行政財産使用料と下甑堆肥センター使用料です。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款２項４目農林水産業手数料、１節農林水

産業手数料のうち畜産課分は、備考欄の甑島地域

における家畜診療所診療等手数料でございます。 

 次に４３ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金、１節農業

費補助金のうち、畜産課分につきましては、主な

ものは、備考欄の下から１０行目、畜産クラス

ター事業補助金は補助率５０％以内です。次に、

活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金は、補

助率７０％以内です。収入未済額５億６,４０４万

５,０００円のうち、畜産課分につきましては、歳

出で説明いたしました畜産クラスター事業に係る

７,６９８万５,０００円の繰越明許費でございま

す。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、１節土地建物貸

付収入のうち畜産課分については、次の５３ペー

ジをお開きください。右の備考欄の上段、甑島地

域における６カ所の牧場貸付料等です。 

 次に、２目利子及び配当金、１節利子及び配当

金のうち畜産課分につきましては、５５ページを
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お開きください。右の備考欄の真ん中ほどの肥育

素牛導入資金貸付基金利子収入、特別導入事業基

金利子収入、優良牛導入資金貸付基金利子収入で

ございます。 

 次に、２項２目物品売払収入、１節物品売払収

入のうち畜産課分につきましては、次の５７ペー

ジをお開きください。右の備考欄の上から７行目、

県有牛譲渡代金、これは県有牛に係る９頭分の譲

渡代金でございます。 

 次に、６１ページをお開きください。 

 ２１款３項１目貸付元利収入、３０節優良牛貸

付元利収入のうち畜産課分では、調定額５０万円

に対し、収入未済額５０万円でございます。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ５項４目雑入、１節雑入のうち畜産課分につき

ましては、６９ページをお開きください。備考欄

の上から１１行目の家畜共済病傷共済金でござい

ます。 

 続きまして、財産に関する調書について説明い

たします。 

 財産に関する調書の３７５ページをお開きくだ

さい。 

 （５）の有価証券では、上から３行目、南九州

畜産興業株式会社分で、決算年度中の増減高はゼ

ロ、決算年度末現在高は３７万３,０００円でござ

います。 

 次に、３７６ページをお開きください。 

 （６）の出資による権利では、上から５行目、

県家畜畜産物衛生指導協会寄託金は決算年度中の

増減高はゼロ、決算年度末現在高は６３万円でご

ざいます。 

 その２行下の、県畜産協会寄託金は、決算年度

中の増減高はゼロ、決算年度末現在高は２３２万

５,０００円でございます。 

 次に、３７９ページをお開きください。 

 ３の債権では、上から２行目、優良牛貸付金は、

家畜導入に係る貸付金で決算年度中の増減高はゼ

ロ、決算年度末現在高は５０万円でございます。 

 次に、３８１ページをお開きください。 

 ４の基金のうち運用基金では、上から三つの、

優良牛導入資金貸付基金、特別導入事業基金、肥

育素牛導入資金貸付基金が該当いたしますが、こ

れにつきましては、基金運用状況のところで説明

いたします。 

 続きまして基金運用状況調書について、説明い

たします。 

 調書の３８４ページをお開きください。 

 二の優良牛導入資金貸付基金です。 

 １、基金の名称及び経緯でございますが、表の

真ん中ほどに、前年度末基金現在額は１億

１,１９３万２,０２５円でございます。また、決

算年度中の増減額は６７８円の増、平成２８年度

末基金現在額は１億１,１９３万２,７０３円でご

ざいます。 

 続きまして、２の（１）平成２８年度における

運用状況は、表の一番右側の平成２８年度末現在

貸付牛は、１６７頭の６,５７１万３,６０１円で

ございます。 

 なお、（２）の平成２８年度末現金残高は

４,６２１万９,１０２円でございます。 

 次に、３８５ページをお開きください。 

 三の肥育素牛導入資金貸付基金です。 

 １、基金の名称及び経緯でございますが、表の

真ん中ほど、前年度末基金現在額は５,２８０万

円,決算年度中の増減額は１,０２０万円の増でご

ざいます。この増額は、条例改正により基金額を

増額したものでございます。平成２７年度末基金

現在額は６,３００万円でございます。 

 次に、２の平成２８年度の運用状況は表のとお

りで、一番右側の平成２８年度末現在貸付牛は、

６７頭の３,３２０万円でございます。 

 （２）の平成２７年度末現金残高は２,９８０万

円でございます。 

 次に、３８６ページをお開きください。 

 四の特別導入事業基金です。 

 １、基金の名称及び経緯ですが、表の中ほど前

年度末基金現在額は６,４８２万８,６８６円、決

算年度中の増減額は６０５円の増、平成２８年度

末基金現在額は、６,４８２万９,２９１円です。 

 次に２の平成２８年度の運用状況は、表のとお

りで、一番右側の平成２８年度末現在貸付牛は、

５１頭の２,３９６万８,７５０円でございます。 

 （２）の平成２８年度末現金残高は４,０８６万

５４１円でございます。 

 以上で、畜産課分の平成２８年度の決算の説明

を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）今、一番最後に説明があ
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った導入資金の基金のことだけど、これは特別と

いうのと普通のやつと何か違う、形が一緒なのか

な。特別導入資金とか、非常に基金とか資金が多

いので。 

○畜産課長（小城哲也）基金の貸し付け、それ

と牛の貸し付け、そういったのに分かれておりま

す。詳細については、主幹に答えさせます。 

○主幹兼畜産振興グループ長（木場憲司）先

ほど御説明を申し上げました特別導入基金につき

ましては、最初は国の補助金が入っていたわけで

すけど、今、県の補助金が入って中での貸付事業

ということで、牛を貸し付けると、現物貸付にな

ります。あとの有料牛なり肥育素牛につきまして

は、先ほど課長のほうからありましたように、資

金の貸し付けという使い分けで、肥育のほうは肥

育農家の貸し付けと、優良牛の基金につきまして

は、生産農家への貸し付けということで、今、貸

し付けを行っているところでございます。 

○委員（石野田 浩）特別基金のほうは、例え

ば牛なら牛を、子牛を県が持っているやつを農家

に分けてあげますよという形なのかな。 

○主幹兼畜産振興グループ長（木場憲司）県

補助プラス市の上乗せ補助も入っていますけど、

今おっしゃったような貸し付けになります。 

○委員（石野田 浩）今、非常に畜産のほうは

いい結果をもたらしているので、できるだけ、こ

この項目では貸し付けが５１頭で二千三百何十万

というやつ。それから、その上は基金の現在高が

ありますよね、六千四百何十万というやつが。こ

ういうのを６,４００万といったらどのぐらいに牛

を買うときの何頭分ぐらいになるのか。ちょっと

はっきりはわからないけれども、基金がこれだけ

たくさんあるのであれば、もっと農家の担い手も

少なくなっているので、そうそうふやしてという

わけにいかないのかもしれないけれども、せっか

くこういう基金があるのであれば、もっと農家に

余計にと言ったらおかしいけれども、たくさん使

ってもらって、そういう基金を。そしてやっぱり

所得向上を図るという方法はないんですか。 

○畜産課長（小城哲也）基金の貸し付けと牛の

貸し付けとそれぞれありますが、やはり保証人を

つけるのと、あと償還というのもございますので、

やはり農家さんのほうでいろいろ経営内容を分析

しながら借りられると思いますので、我々として

は、また推進はしていく計画でございます。 

○委員（石野田 浩）せっかくある基金とか補

助金とか、そういうものがあるんだから、もちろ

ん国だとか県だとか市の決まりがいろいろあって、

されていることなんだけれども、できるだけそう

いう条件緩和をしてもらって、ある基金をもっと、

何に使うわけじゃないけれども、もっと使い勝手

のいい方向でいけるようにしていけば、もっと基

金も有効な基金になってくるんじゃないかなと思

うんですけれども、その辺はどうですか。 

○農林水産部長（橋口 誠）石野田委員の御意

見はもっともだと思いますが、やはり先ほど課長

も申し上げました貸付基金特別導入事業、優良牛

導入事業、肥育素牛導入、それぞれにつきまして、

やはり５年間とか３年間、２年間、そうしてから、

どうしても償還をしていただかなきゃいけないと

いうのがございます。ですから、基本的には無利

息でございますので、要するに貸した金を５年た

ってからそのまま返してもらう。 

 それでちゃんと生産がうまくいって、それで売

れて、お金が返ってきて返せるという一つのサイ

クルができておれば、私どもも安心してできるん

ですけれども、やはりそこはそれぞれ経営される

方々が、非常に条件は緩和されていると私どもは

思います。無利息でございますし連帯保証人も

１名でございますから、これ以上に条件を緩和す

るというのは、なかなか、あくまでも経営者側の

要するに将来に向けての返還、償還が必ず考えら

れるというところでの御利用をいただくというの

が、やはり基本かなと。 

 当然、やはりいろいろ相談を受けながら、要す

るに増頭したいということの中では、そういう御

利用はしていただくのは当然だと思っております

けど、私どもも貸し付けて償還をされてないとな

ると、また非常に困りますので、その辺は経営の

あり方も考えながらお勧めしたいと思っていると

ころでございます。 

○委員（中島由美子）今、畜産は本当にいい状

況なのかなと思うんですが、附属書のほうの

１０３ページに、青年就農給付金事業ということ

で青年農業者に対しての支援を行ったというのが

あったのですが、やはり担い手不足ということで、

すごく大事な話なのかなと思うんです。 

 今度のこの優良牛、それをいただいたところで、

いろいろニュースを見ていたときに、農業学校と

かそういう高校生たちが牛を育てて、それに応募
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しているというのも出ていて、こんな若い子たち

が本当に畜産とかそういう農業というのに携わっ

ていくことってすごく大事だなと思ったんですけ

ど、このあたりの取り組みを少し教えていただき

たいのと、やはり家族の中で担い手になっていっ

ておられるのか、新たな就農というのかな、新た

に入り込んでこられる方があるのかと、そういう

ところを少し教えてください。 

○畜産課長（小城哲也）青年就農給付金でござ

います。これにつきましては国の補助制度でござ

いまして、現在まで９名の方が畜産課分では活用

されております。 

 また新たな新規就農と、また後継者とございま

すが、特に畜産につきましては、始めるに当たり

まして、かなり資金がかかる畜舎、それから素牛

導入、そういったものがございますので、新規分

につきまして模索はしてきますが、ちょっと資金

がないと厳しいというのもございます。 

 後継者につきましては、特に畜産の牛のほうに

つきましては、割とふえてきているんじゃないか

なという見方をしております。 

○委員（中島由美子）本当、農業、いろいろな

ところで担い手不足なんですけど、本当、大事な

基幹産業なので、今後もしっかりお願いしたいと

思います。 

○委員（石野田 浩）決算書の５４ページに畜

舎の貸し付けの収入が出てますよね、牧場か、畜

舎じゃなくて。以前、平島に牧場があったと思う

んだけれども、その牧場跡は今はどういうふうに

なっていますか。 

○畜産課長（小城哲也）あそこにつきましては、

今は利用されていませんが、まだ１件の方に貸し

付けてございます。将来的にどうされるか、また

お話やら伺っていきたいと思っているところでご

ざいます。 

○委員（石野田 浩）今は本当は、ちょっと遅

いかもしれないけれども、畜産がこういうふうに

上昇の形でなっているときに、最初あれはグルー

プでたしか貸し付けていたと思うんですけれども、

それが高齢化されて亡くなったりして、なかなか

維持ができないということで自然とやめられたの

かなと思っているんだけれども、たしか契約は残

ってたんじゃないかなと思ったもんだから、今、

言ったんだけど。もうちょっと有効活用できるよ

うに、できないならできないで話し合いをしてや

めるとか、あるいはやめたら今後はほかの人に相

談をしてみるとかという方法を考えられないです

か。 

○畜産課長（小城哲也）そこにつきましては、

組合がございますので、そこが平成三十何年まで

でしたか、一応借りていらっしゃいますので、ま

だ本人さんもふやそうかどうかという話もまだあ

るんですが、将来構想がちょっとまだ見えてない

ということですので、十分また話し合いやら、し

たいと思っております。 

○委員（石野田 浩）せっかくなので、その辺

を具体的に将来どうするんだということを話し合

ってもらって、そして、けりをつけるというのは

おかしいかもしれんけれども、どっちかの方向に

定めて、それでそのグループがだめだったら、ほ

かのグループがまたやり手がいるかいないか、そ

ういうのなんかも模索しないといけないだろうと

思うので、その辺の決着をつけるとかいう意味で

やっといていただきたいと思うんです。 

 貸付料はどうなってるの、無償でしてるの。 

○畜産課長（小城哲也）無償でございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、畜産課の審査を終わります。 

────────────── 

△耕地課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、耕地課の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○農林水産部長（橋口 誠）それでは、耕地課

の平成２８年度の主要施策の成果について、概要

を御説明いたします。 

 歳入歳出決算附属書の１０９ページをお開きく

ださい。 

 耕 地 課 の平 成 ２８ 年度 決 算 額 は、 ６ 億

４,２４２万７,３３４円であります。 

 主な取り組みといたしまして、大きな１、農業

農村基盤整備に係る総合調整の（２）安全で安定

した水利用の確保におきましては、川内右岸地区

農業用水施設等に係る修繕のほか、川内川多目的

取水管理組合への負担金を支出してところであり

ます。 

 大きな２、県営事業による農業生産基盤及び農
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村環境の整備では、下段の表に記載のとおり、県

営土地改良事業に要します経費の一部を負担した

ところでございます。 

 １１０ページをお開きください。 

 大きな３の市単・県単土地改良事業による農業

生産基盤及び農村環境の整備では、農道、用排水

路等の整備、維持補修等を実施いたしました。 

 大きな４、農業施設管理団体等への負担金補助

金では、土地改良区の健全運営及び土地改良施設

の適切な維持管理に係る農家負担の軽減を図るた

め、市土地改良区への補助金交付を行ったほか、

農業者や地域住民等が共同して行う土地改良施設

の維持管理や農村環境の保全活動等を支援する多

面的機能支払交付金事業を実施したところであり

ます。 

 １１１ページでございます。 

 大きな５、農業用施設の維持管理では、市内の

各排水機場の適正な施設管理及び維持修繕等を実

施いたしました。 

 大きな６、農業用施設の災害復旧では、平成

２８年度に発生しました農地・農業用施設に係る

災害の復旧事業を実施しております。 

 以上で、平成２８年度の耕地課の決算状況の主

要施策の成果概要についての説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○耕地課長（堀ノ内美年）耕地課の歳出につい

て説明をいたします。 

 決算書の１４５ページをお願いいたします。 

 ６款３項１目農業土木総務費で、耕地課分は支

出済額９,２７７万９,５４８円で、職員１１名分

の給与費が主なものでございます。 

 次に、同項２目農業施設改良費で、支出済額

３億７ ,４７１万７ ,０４７円、繰越明許費

５,２９０万円でございます。農道改良工事等の市

単土地改良事業費、土地改良区補助金や多面的機

能支払交付金、県営土地改良事業に係る農業施設

県営事業負担金、川内川からの取水や揚水に必要

な水土利用事業費、土地改良施設の維持改修のた

めの維持管理適正化事業費、清浦ダムの保守点検

に必要なダム管理費が主なものでございます。 

 繰越明許費５,２９０万円は、団体営土地改良事

業に不測の期間を要したこと、公共事業施工時期

の平準化を目的とした１５カ月予算によるもので

ございます。 

 ２２節補償、補填及び賠償金につきまして、電

柱移転補償等がなかったため未執行でございます。 

 次に１４７ページをお願いします。 

 ６款３項３目湛水防除事業費で、支出済額

７,６９９万８,３０２円、１９の排水機場の運転

経費、施設管理、維持補修等であります。 

 次に２０５ページでございます。 

 １１款１項１目現年公共農林水産施設災害復旧

費の耕地課分は、支出済額５２８万１,２００円で、

測量設計業務委託でございます。 

 繰越明許費のうち耕地課分５,３００万円は、関

係者との協議に不測の期間を要したことにより、

年度内の完成が見込めないため、工事請負費を繰

り越したものでございます。 

 同項２目現年単独農林水産施設災害復旧費の耕

地課分は、支出済額９,２６５万１,２３７円で、

災害復旧工事が主なものでございます。 

 次に、歳入でございます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 １３款１項１目１節農業土木費分担金は、

８５万４,０４４円で、市単土地改良事業分担金等

でございます。 

 同項３目１節農林水産施設災害復旧費分担金は、

受益者からの分担金で、繰越明許のため収入はあ

りませんでした。 

 次に１９ページでございます。 

 １４款１項４目１節農業使用料のうち耕地課分

は、７０万９,１２０円で農道占用料等でございま

す。 

 次に３５ページでございます。 

 １ ５ 款 ２項 ４ 目４ 節農 業 土 木 費補 助 金

１,４５２万円は、収入未済となっていますが、こ

れは団体営土地改良事業の繰越明許によるもので

ございます。 

 次に４３ページでございます。 

 １６款２項４目２節農業土木費補助金１億

１,０７０万９,２２９円で、多面的機能支払交付

金、団体営震災対策農業水利施設事業補助金等で

ございます。 

 次に４７ページでございます。 

 １６款２項９目１節農林水産施設災害復旧費補

助金のうち耕地課分２３３万４,０２８円で、平成

２７年度災害復旧事業に伴う補助金であります。 

 収入未済額のうち耕地課分３ ,３３３万

８,８４８円で現年公共農林水産施設災害復旧事業
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の繰越明許によるものでございます。 

 次に４９ページでございます。 

 １６款３項４目３節農業土木費委託金は、

２０万９,７６０円で、権限移譲事務委託金等でご

ざいます。 

 次に６９ページでございます。 

 ２１款５項４目１節雑入のうち耕地課分

９５４万７,６９８円で土地改良施設維持管理適正

化事業交付金等でございます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課の審査を終わります。 

────────────── 

△六次産業対策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、六次産業対策課の

審査に入ります。 

 まず、決算概要について、対策監の説明を求め

ます。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）それでは、私

のほうから、平成２８年度の六次産業対策課関係

の主要施策の成果について、概要を御説明いたし

ます。 

 各会計歳入歳出決算附属書の１００ページでご

ざいます。 

 １００ページの一番上、六次産業対策課関係の

平成２８年度の決算額は７,０８４万２,０５５円

となりました。 

 主な取り組みでございますが、同ページ１番の

農林漁業の６次産業化の促進に関することといた

しまして、基礎講習会、専門講習会のほか、農商

工異業種交流会、六次産業化フェア等の取り組み

を実施をいたしました。 

 また、次ページ１０１ページの一番上でござい

ますけれども、農林漁業の六次産業化の促進に関

する条例の規定に基づきまして、１件の六次産業

化実施計画について承認をいたしました。 

 また、すぐその下でございますけれど、２件の

取り組みに対しまして、販路拡大支援事業補助金

を交付いたしました。 

 次に、同ページ２、農商工連携に関することと

いたしまして、１件の新たな農商工連携の取り組

みに対しまして農商工連携事業補助金を交付いた

しましたほか、樋脇地域の農業者及び商工業者の

連携強化のため、昨年７月、樋脇食の交流会を開

催したところでございます。 

 以上で、平成２８年度の六次産業対策課関係の

主要施策の成果についての御説明を終わります。

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○六次産業対策課長（山元義一）当課における

平成２８年度決算の説明をさせていただきます。 

 まず、歳出について、決算書の１４１ページを

お開きください。 

 ６款１項２目農業総務費、支出済額３億

７,９６８万９,７６１円のうち、六次産業対策課

分は、７,０８４万２,０５５円です。また、繰越

明許費は３,３００万円です。 

 こ れ は 、六 次 産業 化支 援 事 業 補助 金 を

３,３００万円繰り越ししました。繰越理由は、甑

島地域の法人の漁業者の方が、みずから漁獲した

キビナゴ等を使って新たな商品の開発や、新たな

販路の開拓に取り組む６次産業化を計画し、キビ

ナゴ漁の最盛期が６月であるため、５月末までに

施設の完成を見込んでいたことから、新年度に入

ってからでは施設整備が間に合わないことから、

繰り越ししたものでございます。 

 １４４ページの備考欄をごらんください。 

 六次産業対策課分をごらんください。六次産業

化推進業務委託及び、農産物販売促進協議会負担

金並びに、六次産業化支援事業補助金ほか２件が

主なものです。 

 ５０万円以上の不用額ですが、委託料の不用額、

９６万２,８００円は、六次産業化推進業務委託の

不用額で、計画の変更等が考えられたので、予算

を確保しておりましたが、特に変更がなかったた

め不用額となったものです。 

 次 に 、 負担 金 補助 及び 交 付 金 の不 用 額

１,１５０万３,０００円は、主なものは六次産業

化支援事業補助金が、実績に伴い６９２万

７,０００円が不用額、また農商工連携促進事業補

助金が、実績に伴い４０７万８,０００円となった

ものです。 

 続きまして、歳入については、当課の説明箇所

はございません。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 
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 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）ここに農商工異業種交流会

というのがあるんですが、これも大変いいことで、

将来的に１次産業から２次・３次産業、拡大して

いくんですけど、これにかかわる金融機関が、例

えば鹿児島銀行とか鹿児島相互信用金庫とか、そ

ういうところが地方のいろんな政策に対する援助

をしていますよね。この中に入っていらっしゃる

んですか。そういう関係はどういう関係になって

いますか。 

○六次産業対策課長（山元義一）鹿児島相互信

用金庫さんが入っていらっしゃいます。１件だけ

でございます。 

○委員（川畑善照）地方の１次産業に参入して

いる金融機関、鹿児島銀行なんかもどんどんどん

どん入ってきて、６次産業化を進めようとしてい

るんですが、そういうところもやはりアドバイス

いただいたほうがいいんじゃないかなという気が

するもんですから、これは決算ですので、特に決

算と関係ないんですが、今後の課題として取り組

んでいかれたらどうかなというところで御提言申

し上げます。 

○委員長（下園政喜）御回答は要りますか。 

○委員（川畑善照）いいです。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、六次産業対策課の審査を終わります。 

 ここで休憩します。 

 再開はおおむね１３時といたします。 

         ～～～～～～～～～～     

         午前１１時４４分休憩 

         ～～～～～～～～～～ 

         午後 １時 １分開議 

         ～～～～～～～～～～     

○委員長（下園政喜）休憩前に続き会議を開き

ます。 

────────────── 

△企画政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、企画政策課の審査

に入ります。 

 まず、決算概要について、部長の説明を求めま

す。 

○企画政策部長（末永隆光）それでは、企画政

策課の平成２８年度決算の概要について、御説明

申し上げます。 

 決算附属書の３３ページをごらんください。 

 まず、大きな１、市政の総合的な企画・立案等

では、（１）におきまして、平成２７年１０月に

策定いたしました総合戦略に基づき、地域活性化

基金を活用しながら事業を展開、総合戦略検証評

価委員会による評価を行うなど、ＰＤＣＡサイク

ルによる進行管理に努めたところであります。 

 また、地域再生計画につきましては、ヘルスケ

ア産業振興推進事業や企業版ふるさと納税を活用

した生き生きと働くまち薩摩川内応援プロジェク

トなど、４計画について国の認定を受けたところ

であります。 

 （２）アにおきまして、総合計画に位置づけら

れた成果指標に関し、市民の満足度を把握するた

め、市民３,０００人を対象にアンケートを実施い

たしました。 

 ３４ページをごらんください。 

 （４）において、平成２７年度に策定した定住

自立圏共生ビジョンについて、ビジョン懇談会の

審議を経て、要綱改正により新たに生活指標を盛

り込んだビジョンの改定を行ったところでござい

ます。 

 （５）イにおいて、電源立地地域対策交付金を

活用し、２４事業を実施するとともに、ウにおい

て、次世代エネルギーの導入拡大によるエネル

ギーの構造転換を図るため、次世代エネルギーの

まち・地域戦略ビジョンを策定いたしました。 

 ３５ページをごらんください。 

 （７）アでは、定住支援センターにおいて相談

対応や情報発信、ＰＲに努めるとともに、イにお

いて住宅取得補助、新幹線通勤定期購入補助等、

定住促進補助制度による支援を継続いたしました。 

 また、エにおいて、大学卒業生の市内企業への

就業と定住を促進するため、企業版ふるさと納税

を活用した奨学金返還支援事業を平成２９年度か

ら実施するための基金を積み立てたところであり

ます。 

 ３６ページをごらんください。 

 （１１）イにおいて、川内駅東口市有地利活用

を進めるため、マーケティング調査を行い、基本

的整備方針とするコンベンション施設建設基本構

想を策定し、具体的な事業スキームを検討・選定

し、公共事業手法とＰＦＩ手法により、事業を実

施した場合のコストを比較検証するＶＦＭを試算
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する民間資金等活用事業導入可能性調査などを行

いました。 

 また、コンベンション施設整備に向け、国の原

子 力 発 電 施設 立 地地 域共 生 交 付 金１ ２ 億

５,０００万円の基金造成を行ったところでありま

す。 

 ウの大学連携事業においては、公学連携による

地域課題解決を推進するため、鹿児島大学に設置

されましたＣＯＣセンターが実施する事業で、連

携自治体としてエネルギー・観光・離島に関する

講師を派遣いたしました。 

 エの地区振興事業助成金制度においては、公共

関与による産業廃棄物管理型最終処分場、いわゆ

るエコパーク周辺の環境整備を推進するため、鹿

児島県市町村振興協会の市町村振興助成事業を活

用し、地元や町内の調整業務を行ったところであ

ります。 

 ３７ページをごらんください。 

 大きな２、統計調査では、毎年実施する各種統

計調査のほか、５年ごとに実施される経済センサ

ス活動調査を実施いたしました。 

 以上で、説明を終わります。 

 なお、本日は南課長が体調不良により欠席して

おりますので、上薗課長代理が説明、答弁するこ

とを御了承くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○課長代理（上薗哲也）企画政策課に係る平成

２８年度決算概要の説明をいたします。 

 まず、決算書の歳出について、御説明をいたし

ます。 

 決算書の８７ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費のうち、企画政策課分の決

算額は１４億２,９５２万８,６５６円でございま

す。 

 では、備考欄にて事項ごとに主な説明をさせて

いただきます。 

 まず、企画総務費では、部内の臨時職員の賃金

に係る経費が主なものであります。 

 次に、企画開発費では、企画政策課分は次ペー

ジの８９ページになりますが、総合計画の進捗管

理に係るアンケート調査の業務委託、就学支援補

助金、地域活性化基金の運用利子等に伴う積立金

が主なものであります。 

 次に、下のほうになりますけれども、土地対策

費では、土地対策に係る臨時職員の賃金が主なも

のになります。 

 次の定住促進対策事業費では、定住促進支援セ

ンターの業務嘱託員の報酬のほか、定住住宅取得

補助金ほか２件の定住関係の補助金、奨学金返還

支援基金の積立金であります。 

 なお、奨学金返還支援基金については、企業版

ふるさと納税を活用して、次年度以降に算出する

奨学金返還補助金の原資を積み立てるもので、平

成２８年度は１１人分を積み立てたものでありま

す。 

 次に、次ページの９１ページになりますけれど

も、ゴールド集落活性化事業費では、ゴールド集

落定住促進補助金が主なものであります。 

 次に、下のほう、空き家利活用対策事業費では、

空き家改修支援事業補助金が主なものでございま

す。 

 次に、次ページ９３ページになります。 

 コンベンション施設整備事業費では、川内駅東

口市有地利活用事業に関し、審査員の報酬、ＰＦ

Ｉ支援業務委託ほか４件の委託料、共生交付金を

財源とした整備基金の積立金が主なものでありま

す。 

 なお、委託料のうち基本構想策定業務など２件

が前年度からの繰越分となっております。 

 次に、目の最後になります次世代エネルギー理

解促進事業費では、次世代エネルギーのまち・地

域戦略ビジョン策定支援業務委託が主なものであ

ります。 

 企画費での不用額でございますが、８９ページ

の １ ９ 節 負担 金 補助 及び 交 付 金 の不 用 額

２,５８２万５,１２８円のうち、企画政策課分が

７３０万２,３９６円あり、定住促進対策費、ゴー

ルド集落活性化事業費の補助金について、見込み

より少なくなったものが原因であります。 

 また、２５節積立金の不用額１ ,０６４万

４,０００円は、奨学金返還事業の積立金であり、

積立額の基礎となる補助金交付予定額が見込みよ

り少なくなったものでございます。 

 次は、１０７ページになります。 

 ２款５項１目統計調査総務費の決算額は

９２３万１０７円でございます。 

 備考欄の一般管理事務費ですが、行政事務嘱託

員１名分の報酬、職員１名分の職員給与費、市町
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村民所得推計事務委託が主なものでございます。 

 次に、次のページ、１０９ページの同項２目基

幹統計調査費の決算額は４６３万８,９２１円であ

ります。 

 備考欄の基幹統計調査費ですが、経済センサス

活動調査における調査員等の報酬、職員の時間外

手当、臨時職員の賃金に係る経費が主なものでご

ざいます。 

 次に、歳入について、御説明をいたします。 

 決算書の１３ページお開きください。 

 ９款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交

付金は、一般的に基地交付金と呼ばれ、自衛隊施

設の固定資産に関連して交付されるものでござい

ます。 

 次は、３３ページになります。 

 １５款２項１目２節電源立地地域対策交付金は、

長期発展対策交付金相当分であります。 

 同目２１節地方創生加速化交付金は、平成

２７年度補正予算に計上し、平成２８年度に繰り

越したもので、次世代エネルギー関係の２事業に

充当しております。 

 同目２３節エネルギー構造転換理解促進事業補

助金は、地域戦略ビジョン策定など４事業に充当

しております。 

 同目２４節地域創生推進交付基金は、地域創生

の先駆性のある取り組みなどに対する交付金であ

ります。 

 ３９ページをお開きください。 

 １６款２項１項１節総務管理費補助金のうち、

企画政策課分ですが、土地利用規制等対策費交付

金は国土利用計画法に基づく土地売買届け出に係

る事務交付金でございます。 

 ４１ページをお開きください。 

 同目５節電源立地地域対策交付金は電力移出県

等交付金及び原子力発電施設等周辺地域交付金相

当分でございます。 

 同目８節原子力発電施設立地共生交付金は、コ

ンベンション施設整備に対する財源として、

２５億円のうちの１２億５,０００万円の交付を受

け、基金に積み立てております。 

 次は、４９ページをお開きください。 

 １６款３項１目５節統計調査費委託金は、各統

計調査業務に係る委託金であります。 

 ６節権限移譲事務委託金は、新たに生じた土地

の確認事務に係る委託金でございます。 

 ５１ページをお開きください。 

 １７款１項１目１節土地建物貸付収入のうち、

企画政策課分の借地料は、駅東口の市有地に係る

ものでございます。 

 ５５ページをお開きください。 

 同項２目１節利子及び配当金のうち企画政策課

分は、地域活性化基金利子収入であり、定期預金

運用に係る利子収入でございます。 

 同項３目１節の基金運用収入のうち企画政策課

分は、同じく地域活性化基金の一部を国債等によ

り運用したことによる運用収入でございます。 

 ５９ページをお開きください。 

 １９款１項６２目１節地域活性化繰入金は、総

合戦略事業の財源として繰り入れたものでござい

ます。 

 ６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入になります。企画政策課分

は、過年度分の定住促進補助金返納金、移住体験

住宅使用料金、県市町村振興協会からの地区振興

事業助成金、ミニボートピアさつま川内などから

の環境整備協力金であります。 

 なお、定住促進補助金返納金については、

９５万円が収入未済となっております。 

 以上で、平成２８年度決算についての説明を終

わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、企画政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△甑はひとつ推進室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、甑はひとつ推進室

の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○企画政策部長（末永隆光）それでは、甑はひ

とつ推進室の平成２８年度決算の概要について、

御説明申し上げます。 

 決算附属書の３８ページをごらんください。 

 まず大きな１、甑島振興では、（１）におきま

して、平成２６年度に甑島ツーリズムビジョンを

策定し、平成２７年度に甑島ツーリズム推進協議

会を設立、地域振興部会など四つの部会を中心に
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インタープリターの養成講座、中学生交流イベン

ト、カノコユリの分布調査、海外漂着物の清掃イ

ベント、恐竜化石体験ツアーなどを実施しており

ます。 

 （４）におきましては、平成２５年４月に施行

されました改正離島振興法に基づく離島活性化交

付金を活用して、魚介類などの輸送費支援や甑島

ツーリズム推進事業に取り組んだところでありま

す。 

 ３９ページをごらんください。 

 （７）において、鹿島支所に展示してあります

標本等の充実を図るため、展示施設の拡充、ク

リーニング室の床張りかえ工事、標本保管棚、展

示ショーケース等を購入するとともに、甑ミュー

ジアム構想検討のため、恐竜化石等博物館構想検

討委員会を開催したところであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）それで

は、甑はひとつ推進室に係る平成２８年度決算概

要の説明をさせていただきます。 

 まず、歳出になりますが、決算書の８９ページ

をごらんください。 

 ２款１項６目企画費のうち、甑はひとつ推進室

分につきましては、右の備考欄の甑島地域振興費

でありまして、決算額は６,０３０万６,４３２円

でございます。 

 主な内容につきまして、説明いたしますが、ま

ず、離島活性化交付金事業の甑島ツーリズムサイ

ン計画策定業務委託ほか３件の委託料、鹿児島県

離島振興協議会一般会計負担金ほか１件の負担金、

甑島輸送支援協議会補助金ほか２件が主なもので

ございます。 

 次に、甑島振興費では、補助金において不用額

が生じておりますが、これは、甑島輸送支援協議

会の補助金でございまして、戦略産品の年間輸送

量見込減の執行残のためでございます。 

 次に、決算書の１５９ページをお開きください。 

 ７款１項３目観光費のうち、甑はひとつ推進室

分については、右の備考欄の６０万８,７２２円で

ございます。内容は、カノコユリの自生地２カ所

の保全のための経費、野焼き等の賃金などでござ

いますが、この業務につきましては、本年度から

観光シティセールス課から甑はひとつ推進室に移

管されている内容でございます。 

 次に、歳出の最後になりますが、決算書の

１９５ページをお開きください。 

 １０款５項２目文化振興費のうち当室分につき

ましては、恐竜化石活用事業費の１,５０７万

７,０１７円でございます。こちらも本年度から教

育委員会の文化課から事務移管された事業でござ

います。内容は、特定離島ふるさとおこし推進事

業で実施しました鹿島支所内の化石展示を熊本大

学に委託する業務や展示用の備品購入経費が主な

ものであります。 

 次に、歳入になりますが、決算書の３３ページ

をお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金、１５節離島活性

化交付金２,２４１万６,２８４円、これにつきま

しては、平成２５年度に制度が創設された交付金

で、甑島戦略産品海上輸送費に対する助成と、甑

島ツーリズム推進事業に対する補助でございます。 

 また、戦略産品の海上輸送費につきましては、

平成２７年度から移入の原材料輸送費に対しても

補助対象となっております。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款２項８目教育費補助金、４節社会教育費

補助金のうち、甑はひとつ推進室分は、特定離島

ふるさとおこし推進事業補助金１ ,１５３万

９,０００円で、内容は先ほど説明いたしました平

成２９年度から事務移管されました恐竜化石活用

事業に対する補助でございます。 

 歳入の最後になりますが、６５ページをお開き

ください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入のうち、甑はひ

とつ推進室分の離島甲子園参加助成金１０万円は、

島根県隠岐の島で開催されました大会に甑島選抜

としまして、３年ぶりに参加したことに対する鹿

児島県離島振興協議会からの助成金でございます。 

 以上で、平成２８年度決算について、説明を終

わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）決算附属書の３８の恐竜

化石体験ということで１,５００万円ちょっとの予

算で組まれていたと思うんですけど、熊本大学を

呼んでというところですね。ここはもうちょっと

具体的な内容を聞かせてもらいたいと思います。 
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 今後またお金をどれだけ入れて、鹿島支所内も

私も行ったら、これ以上どうやって広げるのかな

というのもありましたし、先進地を我々議会もそ

ういったところの化石が出ているところもいろい

ろを視察に行ったところは、すごくお金をかけて

いるところがあって、どれだけの予算をこれから、

そして鹿島支所内でどれだけ幅広くやられるのか

を、また聞かせてもらいたいのと、あと熊本大学

ばっかりじゃなくて、視野をいろいろ広げている

のかなというのもちょっと聞かせてもらいたいの

と、あと、環境保全に関することで、甑島の海岸

の漂流物の清掃イベントなんですけど、これはや

っぱり年に大体どれぐらいというのをちょっと聞

かせてもらいたいのと、あと参加者はどういった

人数、メンバー、そして赤潮の問題もあったりす

るんですけど、やっぱりそういったのもありなが

ら、どういったのが上がってきて、清掃は、最後

はやっぱり甑で上がったときに、そのごみは、も

ちろん本土のほうに持って来るんだろうなと思う

んですが、そういったのを含めて、またちょっと

詳しく聞かせてもらえればと思うんですけど。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）まず

１点目の鹿島支所における化石の博物館構想でご

ざいますけど、今、大体、毎年特定離島、県の補

助を活用しまして、展示の整備を毎年順次してお

ります。 

 あと、またソフト事業につきましても、化石体

験ツアー等でいろいろ教育・研究の経費をかけて

いるところでございますが、現在、鹿島の２階の

ほうにクリーニング室とか展示をしているところ

もあります。主に１階の部分に、恐竜の骨格を借

りまして展示しているところです。 

 いろんな、また視察も今、多いところでござい

ますが、今後につきましては、やはり１階、２階

部分を中心に、特定離島等の補助事業を活用して

広げていきたいというふうに考えているところで

ございますが、これにつきましては、また鹿島支

所の将来的な活用も含めて、関係課と協議してい

きたいと考えております。 

 熊本大学につきましての委託でございますが、

具体的に熊本大学の先生たちが毎年、数回入って

調査していただいておりますので、鹿島支所を活

用してどのような展示をしていくかということで、

平成２８年度につきましては、いろんなワニの骨

格標本の製作とか、今後どのように展示をしてい

くかというのを助言していただくための委託を熊

本大学にしているところでございます。 

 ２点目の海外漂着物のイベントにつきましては、

うちのツーリズム推進協議会での環境保全部会で

今、実施しているところでございますが、昨年は

上甑と下甑で１回ずつイベント事業として実施し

ております。 

 対象者は島外の方々、親子連れで４０名、上甑

２０名、下甑２０名で来ていただいて、海岸の漂

着物を清掃していただいて、それらを活用して工

作物、いろんな夏休みの宿題としてつくっていた

だいて、お土産として持って帰っていただいてい

るところなんですけど、ただ、これはイベントと

して、しているんですけれども、海岸漂着物の清

掃につきましては、各集落等において建設業を含

めた形で自治会等で清掃イベントをしているとい

うふうに聞いております。 

 ただ、いろんな前回も物、漂着物とかあったり

して、時期的にやっぱりごみがかなり多いときも

ございます。自治会のボランティアも含めた形で

いろいろ今、活動してもらっている状況です。 

○委員（今塩屋裕一）恐竜化石ということで、

鹿島のほうで７,０００万年前の白亜紀時代の恐竜

の歯が出てきたということで、私も現地に行って、

ちょうど１階のほうの展示を見させてもらったん

ですけど、先進地といえばなんですけど。視察に

行ったところはスケールが違いまして、やっぱり

マスコットだったり、ああいったキーホルダーだ

ったり、あとビデオ撮影だったり、映画ですね、

そういったのも見せてもらったりもして、ちょっ

と違うなと思って。やるんだったら、やっぱりそ

ういった観光で来てくれる方やら、もうちょっと

大学の方やらを含めて知恵をもらって、どうせ所

内を来られる方がいらっしゃったら、やっぱりそ

ういった要望とか意見とか、もらえなかったのか

なというのもありましたし、今後そういったのに

も、また力を入れていくものがあるんだったら、

またちょっと聞かせてもらえればと思うんですけ

ど。 

○甑はひとつ推進室長（古里洋一郎）今、言

われるのは博物館については、確かに北九州の博

物館とか熊本の御船の博物館とかは、かなりやは

り経費をかけて観光客も呼んでいる施設として位

置づけているんですけど、今のところは本市は研

究教育施設として整備をしていこうと考えていま
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す。 

 ただ、藺牟田瀬戸架橋が完成して、鹿島は必ず

いろんな観光の通過点になると思いますので、そ

れらの施設を整備して、観光としての施設として

も活用していければいいかなというふうに考えて

いるところです。 

 あと、先ほどの１点目の熊本大学以外の協力な

んですけど、熊本大学の連携している大学があり

まして、この前は中央大学の学生さんとか、やっ

ぱりいろんなところの連携する大学の先生も来て

おりますけれども、今のところは熊本大学を窓口

として、施設整備、いろんな助言をいただこうと

考えているところでございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、甑はひとつ推進室の審査を終わります。 

────────────── 

△行政改革推進課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、行政改革推進課の

審査に入ります。 

 まず、決算概要について、部長の説明を求めま

す。 

○企画政策部長（末永隆光）それでは、決算附

属書の４０ページをごらんください。 

 まず、１、行政改革の推進では、（１）アにお

きまして、２１の部局・支所において、前年度の

振り返りと経営方針の策定・公表を行いました。 

 ウでは、女性活躍や少子化対策に取り組むため、

ひとみらい政策課を新設、政策拡充や体制強化の

ため地域政策課、国体推進課、次世代エネルギー

課にそれぞれ名称変更を行うなど、平成２９年

４月の組織機構の見直しを行ったところでありま

す。 

 エでは、第３次定員適正化方針に基づき、職員

等の削減を進めており、平成２９年４月１日現在、

１,０３１人となっております。 

 （２）におきましては、第６期行政改革推進委

員会におきまして、７３補助金の外部評価を行い、

補助金等見直しにより、１１補助金が減額、４補

助金が増額となり、合わせて約３,６００万円の予

算削減につながったところであります。 

 （３）においては、本土４支所の今後のあり方

について、支所縮小方式とセンター方式の２方式

を検討し、支所を残し職員を減らす支所縮小方式

を決定いたしたところであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○行政改革推進課長（上戸理志）行政改革推進

課の決算状況について、御説明いたします。 

 決算書の８１ページをお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費のうち行政改革推進課

分は、次の８３ページの備考欄の中段より少し下

になりますが、市政改革費でございまして、決算

額は１,０３３万９,０７６円でございます。 

 主なものにつきましては、行政改革推進委員会

の委員等の報酬等に係る経費、内部情報システム

の保守業務委託料でございます。 

 １節５０万円以上の不用額、全く予算を執行し

なかったものはございません。 

 続きまして、歳入につきましては、該当はござ

いません。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、行政改革推進課の審査を終わります。 

────────────── 

△地域政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、地域政策課の審査

に入ります。 

 まず、決算概要について、部長の説明を求めま

す。 

○企画政策部長（末永隆光）それでは、決算附

属書の４１ページをごらんください。 

 まず１、自治会活動支援事業では、５７２自治

会の活動に対し運営交付金を交付するとともに、

自治会館の新築、増改築のための補助金を交付い

たしました。 

 ３、コミュニティ施設の維持管理事業では、集

会所施設の光熱水費や維持補修を行うとともに、

コミュニティセンターの指定管理者による管理代

行を行ったところであります。 

 ４、地区コミュニティ協議会活動支援事業では、

４８地区コミュニティ協議会の活動に対し、運営

交付金を交付するとともに、コミュニティの活性

化を図るため、基本コース１１団体、ビジネス
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コース５団体に補助金を交付いたしました。 

 ５、市民活動支援事業では、地区コミュニティ

協議会や市民活動団体等の活動を情報発信するた

め、市民活動情報サイトを運用するとともに、市

民活動団体へ支援を行うため、スタートアップ

コース１４団体、ステップアップコース４団体に

補助金を交付したところであります。 

 ６、ゴールド集落活性化事業では、ゴールド集

落の活性化を推進するため、重点支援地区補助金

など四つの支援事業のほか、１４０自治会、

４１地区、合わせて１８１名の支援員を配置し、

ゴールド集落を支援したところであります。 

 １０になります。地域おこし対策事業では、向

田地域など市内８地域に延べ１１名の地域おこし

協力隊員を配置し、地域の素材、資源を生かした

商品開発等に取り組んだところであります。 

 また、地区コミュニティ協議会から要望のある

地域づくり業務についても、新たに隊員の募集を

行いました。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○地域政策課長（上口敬子）それでは、決算書

の地域政策課分について、御説明いたします。 

 まずは歳出から御説明いたします。 

 決算書の８５ページをお開きください。 

 ２款１項２目秘書広報費のうち、地域政策課分

の支出済額６８９万８,８００円です。 

 備考欄で説明いたします。 

 下から二つ目の事項、文書発送事業費で各地域

の自治会への広報紙などの文書送達業務委託料が

主な支出でございます。 

 次に、９１ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費のうち地域政策課分の支出

済額は３,１４４万４,７７３円です。 

 それでは備考欄で説明いたします。 

 備考欄上段の事項、生涯学習推進事業費の主な

支出は、本年２月２５日及び２６日にサンアリー

ナせんだいで開催しました生涯学習フェスティバ

ルの経費で、サッカー解説者の松木安太郎氏の講

演など演出業務委託料が主な経費でございます。 

 次に、９３ページをお開きください。 

 備考欄中段の事項、地域おこし対策事業費のう

ち地域政策課分の支出済額は２ ,６１３万

７,１４９円です。主な支出は地域おこし協力隊員

の報酬、社会保険料、任期終了隊員が市内で起業

する際の起業支援補助金などが主な経費でござい

ます。 

 ここで、企画費において主な不用額などについ

て、御説明いたします。 

 ８９ページをお開きください。 

 １４節使用料及び賃借料、こちらの不用額のう

ち本課分１１６万１,００２円は、地域おこし協力

隊員の未配置に伴う住宅やリース車両などの賃借

料が不用となったものでございます。 

 同ページの１９節負担金補助及び交付金の不用

額のうち、本課分１０５万円は、地域おこし協力

隊員起業支援補助金の不用額によるものです。 

 次に、９７ページをお開きください。 

 ２款１項１２目市民相談交通防犯費の地域政策

課分の支出済額は１,２１９万５,３５１円です。 

 備考欄の一番下の事項、防犯灯管理費で主な支

出は市が管理する防犯灯の電気料と維持管理に要

した経費及び自治会等で設置する防犯灯への補助

金となっております。 

 ここで、市民相談交通防犯費において、主な不

用額について御説明いたします。 

 １１節需用費の不用額のうち本課分９７万

７,６４４円は、ＬＥＤ街路灯等導入促進事業によ

り５３２基をＬＥＤ化したことにより、電気料、

修繕料に執行残が出たものです。 

 次に、９９ページをお開きください。 

 ２款１項１５目コミュニティ費です。支出済額

は４億５,７３８万２,４６５円です。 

 備考欄で説明いたします。 

 事項、自治会育成費の主な支出は５７２自治会

に対する交付金です。 

 次に、事項、自治会館施設整備補助金の主な支

出は自治公民館の増改築及び補修に対する３８件

の補助金と上手自治会館の新築に伴う自治総合セ

ンターによるコミュニティセンター助成事業補助

金が主なものでございます。 

 次に、事項、集会所管理費の主な支出は、下甑

住民生活センター爆裂部改修に伴う設計業務委託

及び工事請負費や空調機購入などが主な経費です。 

 次に、事項、コミュニティセンター管理費の主

な支出は、セントピアと３８地区コミュニティ協

議会に対する指定管理料とセントピアほか地区コ

ミュニティセンターに係る改修工事と空調設備更

新に伴う備品購入費が主なものです。 
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 次に、事項、コミュニティ推進費の主な支出は、

地区コミュニティ協議会が直接雇用されている

８名を除くコミュニティ主事４０人の報酬、社会

保険料と、次ページをお開きください。一般コミ

ュニティ助成事業など、地区コミュニティ協議会

への補助金と市民活動支援補助金及び４８地区コ

ミュニティ協議会運営交付金などの経費が主なも

のです。 

 次に、事項、ゴールド集落活性化事業費は、高

齢化率５０％以上のゴールド集落を支援する４種

類の補助金を支出しております。 

 ここで、コミュニティ費において主な不用額な

どについて、御説明いたします。 

 ９９ページをお開きください。 

 １９節負担金補助及び交付金の不用額２８８万

７,０９０円は、各地区コミュニティ協議会や自治

会等に交付した各種補助金、運営交付金の不用額

の積み上げによるものです。 

 次に、２２節補償、補填及び賠償金につきまし

ては、各地区コミュニティセンターなど公共施設

における事故などに対する全国市長会市民総合賠

償補償保険金を考えておりましたが、事故などに

よる賠償補償金の支払いが生じなかったため、全

く予算の執行はしておりません。 

 次に、１７７ページをお開きください。 

 ９款１項６目災害対策費の事項、災害予防応急

対策費で、備考欄上から２番目の地域政策課分の

支出は１６万５,０００円で、災害に伴う自治公民

館敷地等の崩土除去のための特別災害復旧補助金

１件を支出しております。 

 次に、２０７ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

では、地域政策課分の支出は１９万３,７５２円で、

台風１６号の被害による住民生活センターほか地

区コミュニティセンターの修繕が主な支出です。 

 以上、説明いたしました歳出執行に当たって、

５０万円以上の予算流用で対応いたしました状況

について、説明いたします。 

 別冊の議会資料５０万円以上の節間流用一覧を

御準備願います。 

 資料の１ページをごらんください。 

 本課における５０万円以上の節間流用は、７番

の１件のみとなっております。 

 可愛地区コミュニティセンター耐震２次診断委

託に関し、再積算を行ったところ、予算に不足を

生じたため、事項、コミュニティ推進費の１２節

役務費から事項、コミュニティセンター管理費の

１３節委託料に６５万５,０００円予算流用し、執

行したものでございます。 

 以上が５０万円以上の節間流用の対応状況でご

ざいます。 

 続きまして、歳入について、説明いたします。 

 決算書の１５ページをお開きください。 

 １４款１項１目１節総務使用料の備考欄の地域

政策課分ですが、コミュニティセンター、集会所、

セントピアの施設使用料及び冷暖房使用料などに

なっております。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 １４款２項１目１節総務手数料の備考欄の本課

分は、自治会など支援団体への証明書を交付する

際の手数料です。 

 次に、３３ページを開いてください。 

 １５款２項１目１節総務管理費補助金の本課分

の住宅・建築物安全ストック形成事業補助金は、

可愛地区及び上手地区コミュニティセンターの耐

震２次診断業務委託に係る国庫補助でございます。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 １６款３項１目１節総務管理費委託金で、地域

政策課分は年６回の鹿児島県の広報紙配布に係る

事務委託金です。 

 次に、４９ページの６節権限移譲事務委託金は、

特定非営利活動法人に係る設立認証事務届事務等

の県からの権限移譲に伴うものです。 

 次に、５５ページです。 

 １７款１項２目１節利子及び配当金で、備考欄

上から３番目の地域政策課分は市民活動支援基金

の利子収入です。 

 次に、５９ページをお開きください。 

 地域政策課分は１９款１項６１目１節市民活動

支援基金繰入金、地区コミュニティ協議会や市民

団体の活動補助金などに基金を取り崩し、繰り入

れたものでございます。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節雑入の備考欄上から３番目

の地域政策課分は県環境整備公社の印刷物の年

４回の配布手数料のほか、一般財団法人自治総合

センターによる永利地区、上手自治会館建設への

コミュニティセンター助成事業助成金、地区コミ

ュニティ協議会への備品購入に対する一般コミュ

ニティ助成金などが主なものでございます。 
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 次に、財産に関する調書を説明いたします。 

 決算書の３７３ページをお開きください。 

 １の公有財産、（１）土地及び建物の表中、地

域政策課分は社会教育施設に増減がございました。

集会所９施設を地元自治会や地区コミュニティ協

議会へ無償譲渡したこと、及び現況に合わせ台帳

修正を行ったものでございます。 

 次に、基金について説明いたします。 

 ３８０ページをお開きください。 

 ４の基金の表中、地域政策課分は、上から８番

目の市民活動支援基金で、一番右の欄、決算年度

末現在高は２億５,１５３万６,０００円となって

います。 

 以上で、地域政策課に係ります決算内容につい

ての説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（今塩屋裕一）決 算 書 の ９ ９ 、

１００ページなんですけど、自治公民館等設置事

業補助金等と３９件あるんですけど、この辺はや

っぱりどの部分というか、もう全部そういったの

で予算が３９件分入っているんでしょうか。例え

ば土地とかそういうのも入ったりもするんでしょ

うか。ちょっと中身を教えてください。 

 あと、集会所管理費の下甑住民生活センター爆

裂部改修工事とあるんですけど、やっぱり海岸べ

たで老朽化している鉄筋コンクリートだったら、

鉄筋がむき出してきて爆裂だと思うんですけど、

やっぱり沿岸部分にある施設というのは、やっぱ

りそういった工事が今からたくさん出てくるんじ

ゃないかなと思うんですけど、どこまでやって、

どの部分だけはまだしないとか、やっぱりあるの

かなというのをちょっとお聞かせください。 

 あと、これにあれして建築費もあるんですけど、

アスベストの工事とか、こういうのもやっぱり下

甑にはなかったんでしょうか。そういうのをちょ

っと教えてほしいと思います。 

○地域政策課長（上口敬子）それでは、ただい

ま三つ質問がございました。 

 まずは、公民館整備の補助金の関係です。こち

らは全て建物の補修になっております。 

 塩害対策について、今後の改修の見通しの御質

問がございました。ただいま、財産活用推進課の

ほうと連携いたしまして、施設の延命化のほうを

図っております。 

 また、財産活用推進課に建築士の資格を持って

らっしゃる嘱託員がいらっしゃいます。そういっ

た方々が施設点検をしていただいておりますので、

どこまで補修をしていくかというのを両課で協議

をしながら、今、計画を立てているところです。 

 ３番目のアスベストにつきましては、本課で管

理している施設については、アスベストの該当は

ないと把握しております。 

○委員（今塩屋裕一）自治公民館等の設置事業

の補助金、集会所が３９件だと思うんですけれど

も、これは今後、例えばこういったふうに予算を

かけてお金を投じてきれいにして、これからやっ

ぱり地域に無償譲渡とか、そういうのを今後何年

後のスパンで譲渡したいとか、そういうように考

えはありますか。 

○地域政策課長（上口敬子）ただいまの自治公

民館の施設整備補助金につきましては、各自治会

が保有されている自治会に対する補助になります。 

 今年度も、来年度の予算要求に先立ちまして、

８月に各自治会に要望調査をとっております。そ

の結果を来年度の予算要求に反映させるべく準備

を進めているところです。 

 あと、市の保有する集会所の無償譲渡の件です

けれども、譲渡対象になっている施設が１施設残

っております。平佐西集会所が譲渡対象になって

おりまして、現在、作業のほうを進めているとこ

ろです。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、地域政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△情報政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、情報政策課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○企画政策部長（末永隆光）それでは、決算附

属書の４４ページをごらんください。 

 まず、１、地域情報化の推進では、（１）にお

いて、平成２７年度に策定した地域情報課推進計

画に基づき、実施方法、管理手順、本市が取り組

むべき情報通信基盤の整備等について、調査・検

討を行ったところであります。 
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 （２）において、災害発生時における正確な被

害状況の把握と円滑な情報共有、迅速な対応支援

を行うため、地図情報や写真取込機能を活用し、

道路情報や観光情報の提供にも活用できるシステ

ムを構築いたしました。 

 ２の電子計算組織の運営管理では、市民サービ

スの提供と効率的な職員業務のため、住民情報、

税、福祉などのシステムを安定稼働させるととも

に、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナン

バー制度の導入に向けて、システムの整備、セキ

ュリティの対策を講じたところであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○情報政策課長（佐多誠一）情報政策課でござ

います。 

 歳出から説明いたしますので、決算書の

９３ページをお開きください。 

 ７目情報管理費、支出済額３億５,０５１万

２,３６４円でございます。 

 備考欄で説明いたします。 

 事項、地域情報化推進事業費の主なものは、既

存の情報ネットワーク等維持に係る経常経費とい

たしまして、本土・甑島間の海底光ケーブルの定

期及び緊急保守業務を行うための保守委託料を初

め、既設の光ケーブルの補修や道路改良工事等に

伴う移設工事費等や、また、国県市町村とネット

ワーク接続する総合行政ネットワーク回線利用に

係る負担金などになります。 

 次の事項、情報管理費では、基幹系システム等

の６７業務の運用に係る委託料や、社会保障・税

番号制度に伴う国県市町村間で情報連携を行う中

間サーバの負担金などの経常経費でございます。 

 一時的な経費といたしましては、社会保障・税

番号制度導入に伴う基幹系の業務システムの改修

のほか、自治体情報システム強靭化といたしまし

て、セキュリティ強化のための外部接続環境構築

やメール無害化等ネットワーク環境構築に係る委

託料などでございます。 

 なお、以上説明いたしました歳出執行に当たり

まして、５０万円以上の予算流用で対応いたしま

した状況につきまして、御説明いたします。 

 別冊の議会資料、５０万円以上の節間流用一覧

を御準備ください。 

 議会資料の１ページでございます。 

 本課における５０万円以上の節間流用は、

１ページの８番の１件でございます。これは、総

務省から出されたセキュリティ強靭化の方針案を

受けまして、情報セキュリティ関連のネットワー

ク分離・ＬＡＮ配線敷設工事等の再積算を行いま

したところ、予算に不足が生じたため、事項、地

域情報化推進事業費の１１節需用費（消耗品費）

から、情報管理費の１５節工事請負費に、

１３５万５,０００円を予算流用し、予算執行した

ものでございます。 

 以上が、５０万円以上の節間流用の対応状況で

ございます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入につきまして御説明いたしま

す。 

 決算書の３１ページをお開きください。 

 １５款２項１目総務費補助金、１節総務管理費

補助金のうち、次の３３ページの備考欄の上から

三つ目になりますけれども、情報政策課分、社会

保障・税番号制度整備事業補助金は、社会保障・

税番号制度のシステム整備に係る補助金でござい

ます。 

 同じく、３３ページの中ほどでございます。 

 ２２節地方公共団体情報セキュリティ強化対策

費補助金は、地方自治体の情報セキュリティ対策

に対する補助金でございます。これは、交付決定

が、標準的な工期を確保できない時期となったこ

とから、全額を２８年度に繰り越したものでござ

います。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 ５３ページの下のほうになりますけれども、

３節財産貸付収入は、本市で整備いたしました携

帯用伝送路などのＮＴＴドコモへの貸付収入でご

ざいます。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 ４目雑入、１節雑入のうち、次の６５ページに

なりますけれども、情報政策課分は備考欄の中ほ

どでございます。これは、水道局移転に伴い、水

道局から受け入れた水道事業光ファイバー使用受

入金でございます。 

 以上で、歳入の説明を終わります。 

 次に、決算書３７８ページでございます。 

 財産に関する調書の重要物品現在高調でござい

ます。 

 左の表、下から４行目の電子計算機器類１６件
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の減のうち、情報政策課所管分は１４件の減でご

ざいます。これは、ＤＢサーバ、ファイアウォー

ル等サーバ機器の老朽化により廃棄したことによ

るものでございます。 

 以上で、情報政策課の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（石野田 浩）５０万円以上の流用のと

ころでちょっと聞きたいんだけど、８番目の情報

政策課のところに、情報セキュリティ関連のネッ

トワーク分離・ＬＡＮ配線敷設工事等の再積算を

行ったところと、最初に予算を組むときに、そう

いう、これも委託だろうと思うんだけれども、ち

ゃんと積算をしてもらって予算を組んで、今度は

執行するときになって不足してるというのは、何

か制度的なものの違いでそうなったのか、当たり

前の普通に委託するとき、最初に積算してもらっ

たら、それを１３０万円も追加して、しかも流用

して使わなきゃいけないということは、あんまり

ないと思うんだけど、その辺はどうなの。ちょっ

と詳しく教えてください。 

○情報政策課長（佐多誠一）ネットワークの強

靭化につきましては、御存じのとおり、もう最重

要事項でございます。 

 御存じのとおり、社会保険庁のいろいろ実験が

ございまして、本市でも、もう優先事項としまし

て、ネットワークの強靭化を図ろうということで

予算措置をいたしました。 

 そうした中で、当然それらとの差も、国もまた

動きますので、国のほうからネットワークの強靭

化という形で、今の、もう今月切りかえましたけ

れども、インターネットの部分と、あと内部情報

系のシステムと、あとマイナンバー系の事務に分

かれて、そういう形での明確な国のほうからの対

策方針案が出ましたので、本市で先行してやろう

と思っていた作業を国の作業の方針案を受けて、

再度ちょっと見直しをさせていただいたというも

のでございます。 

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、情報政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△広報室の審査 

○委員長（下園政喜）次に、広報室の審査に入

ります。 

 まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○企画政策部長（末永隆光）決算附属書の

４５ページをごらんください。 

 まず、１、広聴広報活動の充実では、（１）ア

におきまして、市長みずから市民意見を聞くため

のまちづくり懇話会を４回開催いたしました。ま

た、イにおいて、市政モニターに対するアンケー

ト調査や意見・提言を述べてもらうモニター通信

を実施したところであります。 

 （２）におきましては、広報薩摩川内を月２回

発行し、ＡＲ動画の試行を行うとともに、視覚障

害者を対象に点字広報紙等を発行いたしました。

また、ＦＭさつませんだいを活用したラジオ広報

を実施し、市民への広報の充実を図ったところで

あります。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○広報室長（屋久弘文）広報室に係ります決算

の状況について、説明を申し上げます。 

 初めに歳出を説明いたします。 

 決算書の８３ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、２目秘書広報費

の支出済額１億４,７４９万１,７１０円のうち、

広報室分は３,３７７万１,３１８円でありました。 

 次に、決算書の８５ページをお開きください。 

 備考欄で各事項の説明をいたします。 

 ８６ページの備考欄の上からの２事項になりま

す。広聴活動費は、まちづくり懇話会に係ります

旅費や市政モニターへの報償費等が主なものであ

ります。 

 次に、その下、広報管理費につきましては、広

報紙等作成ＤＴＰ業務委託ほか３件の委託料、そ

れに本庁・支所の広報活動用として購入をいたし

ました５台のデジタル一眼レフカメラに係ります

備品購入費、それに日本広報協会への負担金が主

なものであります。 

 また、１節５０万円以上の不用額、全額未執行

などはございません。 

 続きまして、歳入を説明を申し上げます。 

 決算書の６５ページをお開きください。 

 ２１款諸収入、５項４目１節雑入の収入済額の
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うち広報室分は１６３万８１２円になります。 

 ６６ページ備考欄の下から２０行目、中段から

少し下のほうになりますが、広報室のところから

で、広報紙の有料広告に係る広報紙等広告掲載収

入のほか、河川情報表示板の電気料実費収入金、

広報紙送料等実費収入でございます。 

 調定額・収入済額は同額であります。 

 以上で、広報室に係ります決算状況の説明を終

わります。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）質疑はないと認めます。 

 以上で、広報室の審査を終わります。 

────────────── 

△ひとみらい政策課の審査 

○委員長（下園政喜）次に、ひとみらい政策課

の審査に入ります。 

 まず、決算概要について、対策監の説明を求め

ます。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）それでは、

ひとみらい政策課の平成２８年度の決算概要につ

いて、決算附属書の主要施策の成果により、御説

明を申し上げます。 

 決算附属書の４３ページをお開きください。 

 まず、大きな１の少子化対策に関することでは、

男女の出会いや婚活を支援するため、イベントを

開催する団体等に対して、婚活支援事業補助金

３件、７万７,０００円を支出しており、結婚を初

め出産のライフステージにつながるよう支援をい

たしております。 

 次に、大きな２の男女共同参画に関することで

は、（１）において第２次薩摩川内市男女共同参

画基本計画並びに第２次薩摩川内本市配偶者等か

らの暴力の防止及び被害者支援計画の初年度とし

て、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進

するための審議会を２回開催しました。 

 次に、（２）においては、男女共同参画を推進

するためのリーダーを養成する基礎講座である、

まちづくり塾を入来地区において全３回開催し、

延べ４１名の受講がございました。 

 次に、（３）においては、各種団体を対象に、

男女共同参画の出前講座を全１７回実施し、延べ

１,２６１名の皆様が受講され、男女共同参画社会

の機運醸成が図られたところでございます。 

 次に、（４）においては、性差を問わずさまざ

まな悩みを抱える皆様を対象とした「何でも相談

室」を開設し、延べ３６名の皆様の相談に応じる

とともに、好機を捉えて専門機関の紹介を行いま

した。 

 次に、（５）においては、政策・方針決定過程

への女性の参画拡大のため、さつませんだい女性

人材バンクを設置しておりますが、本年４月１日

現在、７３名の方が登録されており、出前講座等

の講師を依頼するとともに、各種情報提供を行っ

たものでございます。 

 次に、（６）においては、お互いにありがとう

と言える社会をメーンテーマに掲げ、官民一体と

なった男女共同参画フォーラムを、昨年７月３日、

日曜日に開催し、パネルディスカッション及び分

科会等に約３００名の皆様に御参加をいただき、

男女がともに支え合い認め合う明るい男女共同参

画社会について学びを深めたところでございます。 

 次に、（７）においては、女性チャレンジ委員

会を平成２７年度から２カ年にかけて開催すると

ともに、グループワークでいそしんできた地域づ

くり構想を提言書として集約し、平成２９年３月

１４日に市長宛てに提出したところでございます。 

 次に、（８）においては、男女共同参画情報紙

の発行として、広報薩摩川内に行政トピックス記

事「とらいあんぐる」全６回を掲載し、男女共同

参画の機運醸成に努めたところでございます。 

 次に、（９）においては、女性活躍推進交付金

を活用し、多様な人材の個性と能力を最大限に引

き出すためのダイバーシティ・マネジメントセミ

ナーを平成２９年３月２日にサンアリーナせんだ

い研修室において開催し、４８名の皆様方に御参

加をいただいたところでございます。 

 以上で、決算概要の説明を終わります。 

○委員長（下園政喜）次に、決算内容について、

当局の説明を求めます。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内 孝）それで

は、 

 それでは、ひとみらい政策課に係る平成２８年

度歳入歳出決算につきまして、御説明いたします。 

 まず、歳出でございますが、決算書の８７ペー

ジをお開きください。 

 ２ 款 １ 項６ 目 企画 費、 支 出 済 額２ ５ 億

７,５５２万６,５３９円のうち、ひとみらい政策
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課所管の業務に係る決算額は３７９万２,８８３円

であります。 

 それでは、備考欄で説明いたします。 

 下から２行目、企画開発費のうち、当課分は、

めくっていただきまして、婚活支援事業補助金と、

一番下の行の男女共同参画政策費で、めくってい

ただきまして、主な支出は、男女共同参画審議会

委員１６人の報酬及びダイバーシティマネジメン

トセミナー業務委託であります。 

 続きまして、歳入でございますが、決算書の

３９ページをお開きください。 

 １６款２項１目総務費補助金、１節総務管理費

補助金の収入済額５,９２６万４,９２０円のうち、

ひとみらい政策課分は、備考欄の下から１０行目

の鹿児島県地域女性活躍推進交付金８８万円で、

当該補助金の補助率は８０％でございます。 

 以上で、平成２８年度決算について、説明を終

わらせていただきます。 

○委員長（下園政喜）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（川畑善照）４３ページ、附属書のほう

ですけれども、少子化対策のところで、婚活支援

事業が３団体、３件で７万７,０００円って、ちょ

っと額が少な過ぎるんじゃないかなと思うんです

けれども、やはり積極的にそういう機会をつくる

団体が生まれるような補助制度がなければいけな

いなと思うんですが、そういうところはないんで

すか。どういう団体で３件なんですか。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内 孝）その

３件につきましては、うち２件が女性団体連絡協

議会、もう１件が商工会青年部の祁答院支部でご

ざいます。 

 女団連は２回やっていただきましたけれども、

あとは商工会が１件ということで、今後、できる

だけやっていただける団体を掘り起こしていかな

ければならないなと考えております。 

○委員（川畑善照）南さつま市だったか、すご

くいい企画をされているようなところがあったよ

うでしたけれども、やっぱり県内のあちこちを調

べられて、そして広報的にもそういう団体を募集

する。ぜひ積極的に、そういう団体がふえること

によって機会がふえるんじゃないかなと思います

ので、それと補助金のあり方、やはり市が求める

市内の人口定住をふやそうと思えば、やはりこの

制度はできるだけ拡大していかれたほうがいいん

じゃないかなという気がしておりますので、提言

をしておきます。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）御提言あ

りがとうございます。 

 補助率が確かに私どもも４月から始めてまいり

ましたけれども、ちょっと低額だなという印象は

否めないところです。ここを財政当局とも話をし

ないといけないんですけれども。 

 あと、私どもの婚活事業を、今回、湯田の商工

会が湯田地区で湯けむりの婚活事業をしていただ

くんですけれども、私どもより補助率のいい地域

政策課の補助金を使うようになっていたり、競合

するものはどちらか一つしか使えないので、ちょ

っとそういう事情とか、あと、４月からいろんな

団体とか会社にも働きかけを行ったり、あと、今

年度から新しく取り組んだのは、フェイスブック

等でもこういう補助金があるということで出した

り、啓発・宣伝にも鋭意努めてるところでござい

ますが、また知恵を出しながら努力したいと思い

ます。ありがとうございます。 

○委員（石野田 浩）関連なんですけど、せっ

かくいい課ができたんだから、もっと市民に広報

してもらって、やっぱりいい企画を立てて、そし

て予算も、もっとつけてもらって、そして頑張っ

てもらわないといけないと思うんですよ。せっか

くのいい制度なんだから生かして、少子化対策と

いうのは、もう絶対必要なことだし、そういうこ

とも含めて、もっと対策監も胸を張って予算要求

もして、そして充実していかないと、せっかくで

きたものが名ばかりになってしまってもいけない

し、頑張ってください。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）来年度は、

婚活のほうは確かにちょっと補助金が少ないので、

単発で行うのもいいんですけど、定期的に年間を

通して継続できるようなものを、ちょっと当初予

算で模索しようかというふうに話しているところ

なので、そこは財政当局の説得も要るんですけれ

ども、またいろいろ知恵を出しながら努力したい

と思います。 

○委員（石野田 浩）せっかくだからあれなん

ですけれども、いろんなアイデアを出して、して

いただきたいと思うんですが、例えばある企業な

んかで、そういう催しをやろうと思ってもできな

いようなところもあるかもしれないし、相談して
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みないと、そういうところの人なんかを、かえっ

て集めやすいわけですよ、企業なら企業でね、男

女グループをつくってやってもらうというのは。 

 そういうところとやっぱり連携をとりながら、

一般に漠然と募集するというだけじゃ、なかなか

参加するほうも、どげん人が来やったろかいとか、

そういう不安もあるだろうし、それであれば団体

だとか職場だとかというところの人たちを、ちょ

っと行政がてこ入れをして、その団体なんかに、

それこそさっきの補助金を出してあげて、こうい

うものをやりませんかという方法で募っていかれ

れば、もっと活発になっていくんじゃないかなと

思うんですけど。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）ちょっと

今、個人情報もあるので会社名は言えなかったり

するんですけれども、数社、数カ所と、そういう

コンタクトをとりながら、ただ御存じのとおり、

婚活というのはとても個人情報的なこともあるの

で、デリケートな部分を考慮しながら、ちょっと

名前は言えないところなんですけれども、本当に

おっしゃるとおり、全体に対して働きかけながら、

またピンポイントでいろんなえにしをつなぎなが

ら努力したいと思います。ありがとうございます。 

○委員（中島由美子）してる側にいるので、そ

れはそれでいいことをしているのかなと思ってい

ます。ただ、やっぱり一応、市の共催をいただく

ので何とか無理やり集まってもらっている感もあ

るんです。 

 ですから、そんなにだから何にお金を使うのか

なというところもあって、本当に出会いの場をつ

くるのが大事なんだなというのを感じているのと、

それと何て言えばいいのか難しいんですけど、や

はり集まる女性にとってみれば、相手方の男性は

それなりの収入とか、仕事を持っているとか、そ

ういう条件というのも大事なんだなというのも感

じるんです。 

 ですから、今言われたように、会社同士とかテ

レビなんかを見ていたらお医者さんに対してとか、

こんなん言ったら差別かもしれないんですけど、

何か農業している方にとか、何かそんな感じで目

的をきちっとして募集をかけていくというのかな、

そんなのも大事なのかなと思います。 

 地域にはやっぱり結婚したいなと思っておられ

る男性、それから女性というのは結構いらっしゃ

るようなんですね。「誰か相手いないかな」とい

うのはよく聞きますので、そのおせっかい役をど

こがするのかなというところだと思うんです。 

 それが市が一生懸命するのか、どっかの会社が

するのかというのはわからないんですけど、いろ

いろ模索をしながら、「薩摩川内市でおもしろい

ことをやってるよ」と、そしてたくさんカップル

ができて、そこが成就していけば、そして定住し

ていけばありがたいのかなと思いますので、また、

決算なんですけど、来年度に向けて頑張ってくだ

さい。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）今の中島

委員は女団連のほうで婚活を一生懸命していただ

いているところです。本当にいろんな自治体が、

やっぱり行政主導でやっているところも日本全国

たくさんあるので、それこそ私たちはスタートし

たばかりで、まだ手探り状態なんですけれども、

薩摩川内市のカラーをつけた、そして「婚活」と

いうふうに直接的な言葉で言うと、なかなか若い

人も取っつきにくいところもあるので、「恋活」

とか縁を結ぶ「縁活」とか、何かそういうネーミ

ングなども工夫したり、あと、今、御教示が中島

委員のほうからありましたとおり、目的とそうい

う何ていうか、やり方のノウハウを絞り込んだカ

ラーをつけたら、また募集してもたくさんの方が

集まってきてくださるのかなというふうに思って

おりますので、また大所高所からのいろいろ御助

言をよろしくお願いしたいと思います。 

○委員（川畑善照）地域おこし協力隊の皆さん

も一緒になり、あるいは今、「よるせん」がある

けれども「ひるせん」はないのかとかあるんです

よね。それで、そういう人たちと一緒にトップ会

談をされまして、何かいい知恵を出されたらいい

んじゃないかなと思います。 

 やはり地域の活性化にもつながる、地域おこし

協力隊の力をかりれば、それに、「よるせんプラ

スひるせん」とかいろいろあって、何か知恵を絞

っていただければ、いいものが生まれるんじゃな

いかなと思いますので、ひとつよろしくお願いし

ます。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）確かにお

っしゃるとおり、「よるせん」は、にぎわってい

ます。民間活力の方に、ありがたいことなんです

けれども、夜の飲み方は嫌で「昼のレクリエーシ

ョンとかそういうものだったら行けるけどな」と

かいう声があるんじゃないかと私どもも思いまし
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て、昼のそういうアクション、飲み方のない、た

だトークとかそういうことだけをしている方もい

らっしゃるし、またアルコールが入ったほうがフ

ランクに話ができるというのもあるので、いろん

なカラーをつけてバラエティーに富んだやり方を

したいなというような話は、今、課内ではしてお

りますので、また知恵を絞りながらやっていきた

いと思います。 

○委員（今塩屋裕一）皆さん意見が出ているよ

うなので。 

 私の周りといえば４０代半ばなんですけど、も

う結婚を諦めているメンバーもいれば、出会いが

あれば、子どもも欲しいし家庭を一生懸命頑張っ

てみたいなという周りもいるんです。 

 ２０代の子に言わしても、出会いがないと。先

ほど対策監が言われたとおり、やっぱり婚活って

ちょっと重いんですよね。婚活となれば、やっぱ

りそこに出向いて行ってって、ちょっと行きたく

ない。今さら４０代半ばにしても婚活には行けな

いと、はっきり言ってくれて、そういうときに、

若い方の意見だったんですけど、提案だったんで

すけど、その方はアメリカにいらっしゃって、今

は日本のこっちの企業にいるんですけど、いいア

ドバイスをしてくれて、パーティー方式でアメリ

カはもう好きな飲み物を持ってきて、飲みたい放

題飲んで、会費もあんまりなく、パーティー方式

で集まって、そのままいろんな仕事の話をしたり、

話が意気投合してカップルができたり、あと、事

業に反映するように自分でこうやってノウハウを

高めていくじゃないですけど、そういう出会いが

あったと。 

 そういうのも薩摩川内市は取り入れてもらえれ

ば、出向いていろいろ行きたいなというお話も聞

きました。 

 だから、婚活というのは、ちょっと重いという

方だったり、ちょっと行けないという方もいらっ

しゃるので、そういうアメリカ方式じゃないです

けど、パーティーで、そしてコメンテーターじゃ

ないですけど、そういう方にちょっと核となって

もらって、人を集めて小さな企業から始めていか

れればどうかなと思うんですけど、それだったら

また人も集まって、「よるせん」も、先ほど川畑

委員が言われたとおり、すごくにぎわっていた分

もあるんですけど、今ちょっと低迷している部分

もあって、やっぱりそういったのがありますので、

やっぱり企画力だと思います、それは。 

 そういうのも、また対策監も考えてもらいなが

ら、今後進めてもらえばと思います。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）貴重な意

見、ありがとうございます。 

 確かに本当に入り口論をどういうふうに整理し

てあげるか、ハードルを低くして、婚活ですかね、

恋活、そういうものに出向いていけるような工夫

が必要と思うので、パーティーとかこういうのは、

過ぎし日は「合コン」と呼んでましたかね、それ

のもうちょっとそういう結婚結婚しないで、とり

あえず何て言えばいいですかね、出会いをプレゼ

ンするような形の、自然方式で出会えるようなや

り方と、あとちょっと私が今考えて、少し実践に

移しているんですけど、各会社とか事業所とか大

きいところ小さいところがあるんですけれども、

キューピット役みたいな人を立てて、その人が自

然な形で両方の会社だったり団体を結んだりする

ようなやり方を、少し緒につけているところなの

で、またいろいろ知恵を出していきたいと思いま

す。 

○委員（落口久光）きょう初めて発言します。

私は話題をかえようと思ったんですけど、まず今

の話題にそのまま乗っかって。 

 夜出ると、やっぱり遊ぶ場所がないんですよね。

多分、午前０時を回ったころぐらいは、逆に遊ぶ

場所がなくて、たむろしている若者がすごく多い

ので、末永部長にも前からお願いしているんです

けど、コンベンションの民間のところで、やっぱ

り若い人を集めるものを付加していかないと、な

かなか市内で若者が健全に遊べることができない

ですので、そこはちょっとよくお願いしたいなと

いうのが一つです。 

 本題のほうは、男女共同参画の件なんですけど、

やっぱりこれって女性が仕事であっても男性と同

じように働けるようにというのがベースにあると

思うんですけど、まだまだ社会はそういうふうに

なってないと思うんです。 

 そういう中で、ここをもうちょっとしたら労働

人口がもっと減ってきて、いろんな企業が体制を

維持できない時代がやって来るわけです。私の所

属する団体でも、もうこのところはすごく問題視

していて、国内に残るか残らないかというところ

まで話が行く可能性がありますので、そう思った

ときに、まず一つはいろんな大きい企業はそれな
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りのルールで平等に雇って平等に仕事を振り分け

るというのはできるようになっていると思うんで

すけど、それで保障もあって。 

 気になるのは、川内の中の中小の事業所のとこ

ろが、例えば仕事の中身はちょっとやっぱり女性

では無理な仕事があるかもしれないですけど、育

児休暇がちゃんとしっかりしているとか、そうい

うところが、ちょっとまだそこまでは、どうして

も経済的にできないとか、いろんなそういうのが

あると思うんですけど、実際その辺の大小あるん

ですけど、大体何割ぐらいが整っている、整って

ないというのはわかっていらっしゃるのかなとい

うのを、ちょっとお聞きしたいんですけど。わか

ったらでいいですよ。 

○ひとみらい政策課長（堀ノ内 孝）その辺

のケースを、また詳しく、企業別の人数別でも調

べたいということで、今ちょうどアンケートを発

送したところで、今まではちょっと大き目のとこ

ろを対象に調査をしていましたので、ことしは法

人であれば小さなところからということで、ちょ

っと範囲を広げて今後調査していきたいと思って、

もう既に発送したところです。 

○委員（落口久光）ぜひ、まず現状把握からお

願いしたいということと、さっきちょこっと言い

ました仕事の中身がどうしても女性ではさせ切れ

ない仕事って、やっぱりあるんですよね。あるも

んですから、今、働き方改革とかいろいろ言われ

ているんですけど、働かせ改革もやっぱり要ると

思うので、もし、多分これは取り組まないと、日

本のそういう生産活動ができなくなると思うんで

す。まずそういうのに対して、やっぱり行政側も

一部ちょっと補助をするとか、そういうのもやり

ながら、やっぱり女性がいろんな仕事に働きに行

けて、全体的な労働力不足をそこで解消するとい

うのにも寄与するというのが大事だと思います。

そういった話もされているかもしれないですけど、

そういうのもちょっと話に入れながら、少しでも

事業者の方々をそういうほうに誘導しながら、市

がちょっと全体的に活気が出るようにしていきた

いなと。 

 そしたら、若者がもっともっと、まちに出て、

もっともっと活気あるまちになると思いますので、

そういった動きも、ちょっと所管をまたがるとこ

ろがあると思うんですけど、そこのよく間を取り

持つのも、ひとみらい政策課の方の業務の一つか

なという気もしますので、そこをちょっとお願い

したいと思います。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）まことに

御指摘のとおりだと思います。 

 今は働き方改革、それからワーク・ライフ・バ

ランス、それからダイバーシティーと、もう国で

も内閣府がほとんど中心にはなっていますけど、

厚労省、経産省、国を挙げて、要するに労働力自

体が少なくなっていく。今の落口副委員長が言っ

ていた、その働き方改革をしなければ企業で働く

人がいなくなるということなので、女性がやはり

そこで今まで長い時間、若い人が、しかも男の人

でという常識は、もう通らなくなってきているの

で、女性活躍推進協議会などもトップの社長さん

方、団体の長の方になってもらって、その意識か

ら変えていかないといけないというふうに思って

おります。今の御指摘のとおり、男女の性差によ

る固定的働き方の概念というのを、まずトップの

方にも変えてもらって、そして私たち行政も、そ

のことを大事な中枢のことに対していろいろ発想

の転換をしながら取り組んでいきたいと思ってい

るところでございます。 

○委員（中島由美子）ちょっと今の分でいいで

すか。 

 女性が家庭に閉じ込められたというのは、戦中

時代、男性がほとんど戦場にとられていった中、

女性が進出していって、いろんな仕事をした時代

というのがあるんですよね。そして戦後になって、

また男性が戻ってきて、女性は追いやられていっ

たんです。また家に戻らないといけなくなった。

そんなところがあるので、女性の力というのは、

本当に生活を支える、いろんな知恵を出しながら

支えてきているんです。そこを忘れてもらったら

困るんですね。 

 本当にだから男性社会というところで、女性は

うまく使われてきたというのがあったということ

を、もう一回、忘れないでほしいということと、

女性たちは本当に今「女性にはできない仕事とい

うのがある」とおっしゃったけど、そんなことは

ないと思っていますので、男性だって女性の中に

今、保育士さんも看護師さんも男性が出てきてい

ますから、本当に自分の特性を生かせたらいいわ

けですよね。 

 男性だろうが女性だろうがという、そういう性

差を超えて、自分のやりたいことができる社会と
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いうのが求められているわけですから、そこをし

っかりと頭をやわらかく持っていただいて、本当

に女性たちが出ていける、何でも自分の好きなこ

とができる。また男性だって、若い人たちだって、

そういうことを考えていくのが、ひとみらい対策

監だと思いますので、よろしくお願いします。 

○ひとみらい対策監（今吉美智子）今おっし

ゃっていただいたとおり、女性には最大の潜在能

力があると思いますので、これは男性の職種だと

いうところにも、積極果敢にチャレンジしていけ

るような体制づくりと、あとちょっと経産省の方

に紹介していただいた、ある二代目の方に塗装業

で男性ばかりの職場だったそうなんですけれども、

廃業に迫られたところ、そこを全部、女性のシン

グルマザーだったりパートタイマーだったり、長

く働かないで区切って、シルバー世代の方だった

り、全部女性で塗装業を、そして女性が来やすい

ように、３Ｋを解消してきれいな社屋、それから

ロッカールーム、喫茶室、そういうのをつくって

女性だけで塗装業を立て直したという事例なども

あると伺ったので、性差を超えたチャレンジ精神

を持って、行政施策を展開していけるよう努力し

たいと思います。 

○委員長（下園政喜）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）それでは質疑は尽きたと

認めます。 

 以上で、ひとみらい政策課の審査を終わります。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（下園政喜）ここで、議案第１１７号

決算の認定についての審査を一時中止します。 

 本日の委員会はこれで延会したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（下園政喜）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会は、これで延会といたし

ます。 

 次の委員会は、２５日、午前１０時から第２委

員会室で再開いたします。 
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